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272 

唐
代
前
宇
期
の
常
朝

|
|
太
極
官
を
中
心
と
し
て
|
|

松

本

，二=-
日

保

は

め

に

第
一
章
唐
代
後
竿
期
の
朝
曾
儀
穫
と
聴
政

第

二

章

欧

陽

惰

の

議

論

第
三
章
唐
代
前
竿
期
の
朝
儀

第
一
節
唐
代
前
中
十
期
の
太
極
殿

第
二
節
唐
代
前
中
十
期
の
雨
儀
殿

第
四
章
唐
代
前
竿
期
の
覗
朝
の
周
期

お

わ

り

に

じは

じ

め

中
国
史
に
お
い
て
二
千
年
徐
を
皇
帝
の
支
配
す
る
官
僚
制
国
家
の
時
代
が
占
め
る
。
こ
の
世
界
史
的
に
み
て
も
特
異
な
固
制
の
解
明
は
嘗
該

分
野
の
閲
鍵
と
稀
し
で
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
頂
貼
に
立
つ
皇
帝
が
日
常
如
何
な
る
政
務
を
行
っ
て
き
た
か
に
つ
い

(
1
)
 

て
は
、
音
、
山
外
と
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
皇
帝
の
執
務
を
代
表
す
る
も
の
が
儀
曜
と
政
務
を
兼
ね
最
も
高
い
頻
度
で
行
わ
れ
た
朝
合
儀

種
、
す
な
わ
ち
常
朝
で
あ
る
。
清
朝
の
秦
惹
田
が

「
五
櫨
通
考
』
巻
二
二
三
、
嘉
櫨
六
、
朝
躍
で
(
以
下
、
引
用
史
料
の
原
注
は
(

)
・
筆
者
注

十

70 
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は
[
]
・
略
文
は
:
:
:
と
す
る
)
、

意
田
案
ず
る
に
、
周
の
制
、
天
子
は
三
朝
に
し
て
、
惟
だ
路
門
外
の
朝
を
治
朝
と
い
う
。
王
は
日
び
此
こ
に
肱
朝
す
。
即
ち
後
世
の
い
わ

ゆ
る
常
朝
な
り
:
:
:
秦
漢
以
降
、
南
北
朝
に
迄
ぴ
、
史
士
山
、
朝
合
同
の
儀
注
に
詳
し
。
而
れ
ど
も
常
朝
闘
如
た
り
。
唐
よ
り
以
後
、
其
の
儀

始
め
て
備
は
る
。
唐
、
太
極
殿
に
常
朝
す
。
そ
の
大
明
宮
に
在
り
で
は
則
ち
宣
政
殿
た
り
。
貞
観
の
初
め
、
毎
日
臨
朝
す
。
十
三
年
に
二
一

日
に
一
朝
と
す
。
永
徽
中
、
五
日
に
一
朝
と
す
。
の
お
朔
望
朝
あ
り
。
開
元
理
に
朔
日
受
朝
あ
り
。
そ
の
後
、
又
、
紫
辰
殿
入
閤
あ
り
。

中
葉
以
還
、
ま
た
開
延
英
召
針
あ
り
。
敬
宗
、
定
め
て
朔
望
を
も
っ
て
入
閣
す
。
昭
宣
帝
の
時
、

-
五
・
九
日
を
開
延
英
に
定
む
。

と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
常
朝
が
制
度
的
に
明
確
に
な
っ
た
の
は
唐
代
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
唐
朝
は
、
八
世
紀
中
葉
の
安
史
の
乱
で
大
き
く
饗

(
2
)
 

草
し
、
常
朝
制
度
も
秦
重
田
説
の
嘗
否
は
と
も
か
く
、
そ
の
賓
態
は
不
明
瞭
で
、
北
宋
初
か
ら
す
で
に
議
論
の
的
と
な
っ
て
き
た
。
筆
者
は
以

(
3
)
 

前
、
比
較
的
史
料
の
多
い
唐
代
後
宇
期
の
常
朝
制
度
の
輪
郭
を
素
描
し
た
が
(
以
下
前
稿
と
栴
す
る
)
、
前
半
期
に
つ
い
て
は
未
だ
成
案
を
得
て

い
な
い
。
本
稿
で
は
、
前
稿
を
始
め
と
す
る
筆
者
の
論
考
で
考
察
し
た
唐
代
後
半
期
の
制
度
を
踏
ま
え
、
そ
れ
が
前
半
期
に
ど
こ
ま
で
遡
及
で

き
る
か
に
よ
り
、
こ
の
問
題
を
考
察
し
た
い
。

信
用
一
士
早

唐
代
後
宇
期
の
朝
曾
儀
瞳
と
聴
政

朝
合
同
を
機
能
面
か
ら
考
察
す
る
と
概
ね
二
つ
の
役
割
が
あ
る
。
①
群
臣
が
皇
帝
に
敬
意
を
表
す
る
矯
に
宮
城
に
入
る
「
朝
参
」
と
、
②
皇
帝

と
群
臣
が
政
治
上
の
討
論
を
行
う
「
聴
政
」
で
あ
る
。
前
者
が
儀
瞳
的
な
側
面
を
代
表
し
、
後
者
は
政
策
決
定
の
一
環
で
「
御
前
曾
議
」
と
整

理
で
き
る
。
唐
代
後
宇
期
の
制
度
に
つ
い
て
前
稿
の
知
見
を
以
下
に
概
括
す
る
が
、
ポ
イ
ン
ト
は
①
「
朝
参
」
と
②
「
聴
政
」
が
完
全
に
一
致

せ
ず
別
個
の
概
念
で
あ
り
、
雨
者
が
次
第
に
分
離
し
始
め
た
こ
と
で
あ
る
。

①
「
朝
参
」

273 

A 

唐
代
後
中
十
期
の
政
治
の
場
大
明
宮
に
は
三
朝
の
正
殿
が
南
北
中
軸
線
上
に
存
在
し
た
。
南
か
ら
含
元
殿
・
官
一
政
殿
・
紫
展
殿
で
あ
る
。
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4
)
 

さ
ら
に
宮
城
の
正
門
丹
鳳
門
が
あ
り
、
主
に
大
赦
・
改
元
の
場
と
し
て
使
用
さ
れ
た
の
で
、
賓
質
的
に
皇
帝
出
御
の
場
は
四
つ
あ
り
、
参

加
者
の
地
位
に
よ
り
、
皇
帝
と
の
時
間
・
空
間
的
距
離
が
秩
序
附
け
ら
れ
て
い
た
(
園
1
・園
2
)
0

B 

こ
の
う
ち
最
も
頻
度
の
高
い
常
朝
で
あ
る
が
、
唐
代
後
牛
期
で
は
二
日
に
一
度
奇
数
日
の
み
皇
帝
が
出
座
し
て
「
聴
政
(
禍
事
)
」
す

る
原
則
と
な
っ
て
い
た
。

C 

そ
れ
故
、
皇
帝
が
原
則
を
融
行
し
で
も
隔
日
「
聴
政
」
で
あ
り
、
そ
の
他
鞍
朝
・
放
朝
・
休
暇
等
に
加
え
、
原
則
の
融
行
を
怠
る
皇
帝

も
あ
り
、
賓
際
に
常
参
官
が
皇
帝
に
謁
見
で
き
る
日
教
は
か
な
り
減
少
し
た
。

D 

皇
帝
が
朝
合
に
賓
際
に
出
座
す
る
場
は
内
朝
の
紫
色
民
殿
で
あ
る
。
同
殿
は
普
段
宮
人
・
{
臣
官
の
領
域
で
あ
る
禁
中
で
あ
り
、
禁
中
と
外

廷
と
の
境
界
線
に
あ
る
東
・
西
上
関
門
よ
り
皇
帝
の
「
喚
杖
」
の
命
の
も
と
、
儀
杖
兵
・
常
参
官
が
一
斉
に
入
場
し
た
の
で
、
こ
れ
を

「
(
喚
杖
)
入
閣
」
の
儀
と
稽
し
た
。

E 

(
5
)
 

唐
代
前
半
期
の
「
入
閤
」
の
語
は
必
ず
し
も
常
朝
の
儀
を
指
さ
ず
、
個
別
官
人
が
随
時
召
封
さ
れ
る
こ
と
も
意
味
し
た
が
、
唐
代
後
半

期
に
な
る
と
外
朝
官
人
の
個
別
謁
見
は
専
ら
後
述
す
る
便
殿
延
英
殿
で
行
わ
れ
た
。

一
方
、
「
入
閣
」
の
使
用
例
は
常
朝
の
儀
に
限
定
さ

れ
始
め
、
群
臣
の
皇
帝
謁
見
白
馳
胞
が
希
少
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
本
来
常
朝
を
指
す
「
入
閣
」
は
、
あ
た
か
も
重
要
な
意
味
の
如
く
史

料
に
記
述
さ
れ
る
。
ま
た
、
紫
寝
殿
の
朝
合
同
の
場
を
「
閤
中
」
と
稽
す
る
用
例
も
頻
出
す
る
。

C 

百
官
は
、
皇
帝
が
原
則
聴
政
し
な
い
偶
数
日
に
も
朝
参
し
、
東
西
上
閤
門
を
雨
脇
に
擁
す
る
中
朝
の
宣
政
殿
前
に
立
班
し
、
皇
帝
の

つ
ま
り
「
朝
参
」
と
「
聴
政
」
は
全
く
同
一
の
概
念
で
は
な
く
、

原
則
毎
日
「
朝
参
」
の
儀
を
行
う
な
か
に
皇
帝
が
出
座
す
る
日
が
包
含
さ
れ
、
そ
の
日
が
「
聴
政
」
日
で
あ
り
、
「
入
閣
日
」
で
あ
り
、

「
不
坐
」
が
宣
せ
ら
れ
る
と
退
朝
し
た
(
以
下
「
宣
不
坐
」
と
呼
ぶ
)

0

「
坐
日
」
と
も
い
っ
た
。

D 

従
っ
て
「
聴
政
」
奉
行
の
有
無
に
拘
わ
ら
ず
、
「
朝
参
」
す
れ
ば
必
ず
宣
政
殿
前
に
立
班
し
た
の
で
、
次
第
に
こ
れ
が
「
常
参
」
と
見

な
さ
れ
、
本
稿
冒
頭
の
秦
薫
田
説
の
如
く
宣
政
殿
を
常
朝
の
場
と
す
る
説
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
皇
帝
が
常
日
責
際
に

十
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(
6
)
 

出
座
す
る
の
は
紫
寝
殿
H

「
入
閤
」
の
儀
で
あ
り
、
官
一
政
殿
を
常
日
「
聴
政
」
の
場
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

②
「
聴
政
」

E 

唐
代
後
宇
期
で
は
、
外
廷
の
臣
僚
に
封
す
る
「
聴
政
」
の
場
は
二
個
所
あ
り
、

一
つ
は
前
述
の
紫
寝
殿
「
入
閤
」
朝
儀
、
今
一
つ
は
紫

寝
殿
の
西
の
延
英
殿
で
あ
る
。
前
者
は
中
軸
線
上
の
「
正
殿
」
で
、
朝
合
儀
躍
の
場
で
あ
る
の
に
封
し
て
、
後
者
は
中
軸
線
か
ら
は
ず
れ

(
7
)
 

た
脇
殿
で
あ
る
の
で
「
便
殿
」
と
補
さ
れ
た
。

F 

紫
寝
殿
の
「
聴
政
」
は
朝
曾
儀
穫
に
附
属
し
た
も
の
で
あ
り
、
日
時
・
参
加
人
員
が
固
定
さ
れ
、
百
官
在
朝
の
中
で
奏
す
る
「
釘
杖
奏

事
」
と
、
百
官
が
退
朝
後
、
主
に
皇
帝
と
宰
相
が
討
論
す
る
「
杖
下
奏
事
」
が
あ
っ
た
。

G 

こ
れ
に
釘
し
て
、
延
英
殿
は
、
皇
帝
と
宰
相
を
中
心
と
す
る
少
数
官
人
の
密
談
の
場
で
あ
り
、
定
例
の
「
入
間
日
」
以
外
に
も
、
「
非

時
召
封
」
と
し
て
臨
時
の
御
前
合
同
議
を
召
集
で
き
、
ま
た
、
官
人
側
か
ら
も
開
催
を
請
求
で
き
た
(
請
封
)
。
通
常
は
宰
相
・
待
制
(
次

(
8
)
 

釣
)
官
・
縛
封
官
・
請
封
官
・
中
謝
官
等
の
異
な
る
範
轄
の
官
人
が
順
次
謁
見
し
、
最
初
の
宰
相
集
園
以
外
は
、
皇
帝
と
一
封
一
の
封
話

日

も
可
能
で
、
皇
帝
の
朝
臣
に
針
す
る
分
割
統
御
の
原
理
を
内
包
し
て
い
た
。

上
記
F
・
G
を
総
括
す
る
と
、
紫
寝
殿
が
儀
曜
の
場
・
延
英
殿
が
賓
質
的
議
政
の
場
と
し
て
、
機
能
分
化
が
認
め
ら
れ
る
が
、
九
世
紀

前
半
に
丈
宗
皇
帝
が
紫
色
反
殿
活
性
化
の
改
革
を
行
い
、
同
殿
に
も
延
英
殿
的
な
順
次
謁
見
奏
事
の
儀
注
を
導
入
し
た
の
で
、
紫
展
・
延
英

雨
殿
は
機
能
が
共
通
化
し
、
総
じ
て
「
雨
街
」
と
稽
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

唐
代
後
宇
期
で
は
、
紫
展
殿
で
の
論
政
は
主
に
前
記
F
の
「
杖
下
奏
事
」
に
限
定
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
、
少
人
数
の
議
政
の
黙
で
延
英
殿
と
さ

ほ
ど
愛
わ
ら
ず
、

H
の
丈
宗
の
改
革
以
後
、
「
入
閤
」
の
儀
白
瞳
が
、
百
官
の
謁
見
儀
曜
と
少
数
官
人
の
論
政
が
分
離
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。

政
策
決
定
の
場
と
し
て
の
「
聴
政
」
は
「
朝
参
」
・
「
入
閤
」
等
の
諸
朝
儀
の
、

い
わ
ば
入
れ
子
構
造
の
核
心
に
位
置
す
る
よ
う
に
な
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
百
官
が
皇
帝
の
隼
顔
を
仰
い
で
敬
意
を
表
す
る
儀
式
が
平
常
暴
行
さ
れ
て
い
た
貼
は
、
唐
初
か
ら
一
貫
し
て
い
た
。

275 

天
祐
元
年
(
九
O
四
)
、
覇
者
朱
全
忠
は
昭
宗
を
洛
陽
に
柱
致
し
殺
害
す
る
。
唐
朝
最
後
の
哀
帝
は
、
翌
一
一
年
(
九
O
五
)
十
二
月
に
次
の
救
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圃1 唐代後半期の朝舎と宮城構造

大赦 丹鳳門・・・十民庶の参加

元日・冬至一一合元殿(外朝)……九品ゐ上在京官十車l集使・蕃園使の参加

朔望 買政殿(中朝)……九品以上在京官

常日 紫寝殿(内朝)…・・五品以上在京官

+ 常参官

供奉官・員外郎・監祭御史・太常博士

太極宮(階大興宮)・大明宮封照表

承天門(慶陽門) 丹鳳門

太極殿(大興殿) 宣政殿

[十含元殿?1 

雨儀殿(中華殿) 紫辰殿

法
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁

玄武門

い
円
ド
跡
部

U
h叩

ー「十 圃2 太極宮・大明宮園

N
C
(
)
出

C
由

IUHil 匡E 国

王事

医E
匡圏 匝画 匡E 直E

弘教殿

直函

太極宮園
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九イ111門

直画

左銀事門

法
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁右銀去門

十
い
円
ド
跡
部

U
h叩

ー「

N
C
(
)
出

C
由

国

王事

明訓門

大明宮園

{卓宗年氏主編『中国古代建築史 2j (中園建築工業出版赴， 2001年)附園を参照して，本論に閥

係する部分を筆者が修正作園した。
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278 

を
出
し
、
常
朝
の
制
は
改
饗
さ
れ
て
し
ま
う
。

辛
丑

[
日
]
。
赦
す
。
漢
の
宣
帝
中
興
し
、
五
日
に
一
た
び
朝
を
聴
き
、
歴
代
の
通
規
に
し
て
永
く
常
式
と
な
す
。
近
代
、
奮
儀
に
循
は

ず
、
航
ち
制
度
を
壊
す
。
既
に
姦
邪
の
計
を
得
、
臨
覗
の
常
を
失
ふ
を
致
す
。
須
ら
く
奮
規
を
{
寸
り
、
も
っ
て
定
制
に
循
ふ
べ
し
。
宜
し

く
毎
月
只
だ
一
・
五
・
九
の
日
、
延
英
を
聞
き
、
計
九
度
を
許
す
べ
し
。
其
の
入
閣
の
日
、
の
ち
延
英
の
日
に
お
い
て
一
度
指
揮
せ
ん
。

如
し
大
段
の
公
事
あ
ら
ば
、
中
主
目
門
下
、
時
子
を
具
し
、
奏
し
て
延
英
を
聞
か
ん
こ
と
を
請
ひ
、
日
数
を
計
ら
ず
。
所
司
に
附
せ
。

す
な
わ
ち
、
悪
政
を
毎
月
九
回
の
延
英
殿
に
限
定
し
、
入
閣
の
朝
儀
は
そ
の
い
ず
れ
か
で
賓
施
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
と
り
も

な
お
さ
ず
聴
政
・
朝
儀
の
縮
小
を
表
す
が
、
特
に
延
英
殿
に
比
し
て
入
閣
の
儀
が
軽
掘
さ
れ
、
群
臣
の
謁
見
儀
穫
が
著
し
く
衰
退
し
た
。
朱
全

忠
は
そ
の
翌
年
十
二
月
、
毎
月
一
・
五
・
九
の
入
朝
日
の
百
官
へ
の
賜
食
を
自
ら
の
元
帥
府
が
準
備
す
る
と
い
う
思
恵
を
施
し
て
威
信
を
高
め
、

(
日
)

禅
譲
革
命
へ
と
歩
を
進
め
た
の
で
あ
る
。

信
用
二
土
百
十

欧
陽
惰
の
議
論

(ロ)

冒
頭
の
秦
惹
田
が
説
く
太
極
殿
・
宣
政
殿
常
朝
説
が
流
布
さ
れ
る
契
機
と
な
っ
た
の
が
、
北
宋
欧
陽
惰
の
所
説
で
あ
る
。
彼
の
説
を
検
討
す

る
前
に
北
宋
の
聴
政
制
度
を
み
て
お
こ
う
。
平
田
茂
樹
氏
の
所
説
に
従
い
北
宋
前
期
の
宮
城
に
お
け
る
主
要
殿
宇
と
機
能
を
略
記
す
る
と
次
頁

の
如
く
な
る
。

北
宋
前
期
の
制
は
垂
扶
殿
(
内
朝
前
殿
)
・
崇
政
、
延
和
殿
(
内
朝
後
殿
)
等
、
聴
政
の
場
が
内
朝
に
集
中
し
、
外
朝
の
正
街
で
あ
る
丈
徳
殿

は
「
常
朝
」
の
場
で
は
あ
る
が
「
官
一
不
坐
」
退
朝
が
常
態
化
し
て
お
り
、
(
貫
際
に
は
皇
帝
が
出
御
し
な
い
形
骸
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た

同
殿
で
奉
行
さ
れ
る
大
儀
「
入
閤
」
の
儀
も
、
前
述
の
如
く
北
宋
初
期
に
す
で
に
本
来
の
意
味
が
不
明
と
な
っ
て
い
た
。
要
す
る
に
、
百
官
の

毎
日
の
朝
参
(
常
朝
)
と
賓
質
的
議
政
(
聴
政
)
は
分
離
し
、
前
者
が
い
府
組
担
と
化
す
一
方
で
、
後
者
は
少
数
の
官
人
群
が
内
朝
で
順
次
皇
帝
に

つ
ま
り
多
数
の
百
官
を
集
め
て
の
討
論
集
曾
的
唐
初
の
朝
合
目
か
ら
、
少
人
数
の
幹
部
官
人
を
順
次
謁
見
し

謁
見
す
る
方
式
が
確
立
し
て
い
た
。
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酬
明
巴

1
大
慶
殿
・
:
:
・
正
殿
、
最
も
重
要
な
儀
式
に
使
用

↓
正
月
元
日
一
・
冬
至
・
五
月
一
日
の
大
朝
合
、
明
堂
の
場

「
丈
倍
殿
・
・
・
・
・
・
正
街
殿

ー
常
朝
の
場
:
:
:
職
務
の
な
い
常
参
官
が
皇
帝
に
挨
拶
す
る
場
↓
宰
相
が
宣
不
坐
し
て
退
朝

「
月
朔
入
閣
の
儀
の
場

嗣
四
回

|
紫
寝
殿

1
7皇
帝
誕
節
、
百
官
の
上
書
を
受
け
る

「
五
日
に
一
度
の
百
官
内
殿
起
居
の
場

垂
扶
殿

1
1毎
日
の
前
殿
踊
朝
の
場
:
:
:
宰
執
・
主
要
官
醸
の
長
官
、
次
官

「
五
日
に
一
度
の
百
官
内
殿
起
居
の
場

ー
崇
政
殿

1
7旬
暇
等
の
眼
目
の
覗
朝
の
場

下
後
殿
嗣
朝
の
場
:
:
:
前
殿
嗣
朝
以
外
の
官
僚
群
の
請
封
・
入
見
・
入
辞
・
入
謝

「
年
一
度
の
慮
囚

延
和
殿

1
7後
殿
踊
朝
の
場
・
・
・
・
・
・
同
右

「
年
一
度
の
慮
囚

て
意
見
聴
取
す
る
聴
政
主
瞳
の
シ
ス
テ
ム
へ
嬰
容
し
て
い
く
の
が
、
唐
l
宋
の
概
ね
の
傾
向
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

279 

な
い
「
常
朝
」
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
非
を
鳴
ら
し
た
の
が
著
名
な
欧
陽
惰
の
議
論
で
あ
る
。
そ
れ
は

さ
て
、
こ
こ
で
北
宋
人
に
と
っ
て
解
し
か
ね
る
典
章
が
二
つ
あ
る
。
由
来
不
明
の
盛
儀
「
入
閤
」
と
、
百
官
が
皇
帝
の
隼
顔
を
仰
ぐ
こ
と
の

『
新
五
代
史
』
巻
五
回
、
李
瑛
俸
に
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(
U
)
 

披
涯
さ
れ
て
い
る
。

A 

唐
末
の
喪
乱
よ
り
、
朝
廷
の
瞳
壊
る
。
天
子
、
未
だ
嘗
て
覗
朝
せ
ず
、
入
閣
の
制
も
ま
た
廃
す
。

②①  

常
参
の
官
、
日
ぴ
正
街
に
至
る
者
、
不
坐
を
惇
へ
聞
か
ば
即
ち
退
く
。

B 

濁
り
大
臣
の
奏
事
、
日
に
一
た
び
便
殿
に
見
ゆ
。
而
し
て
侍
従
・
内
諸
司
、
日
に
再
朝
す
る
の
み
。

明
宗
初
め
即
位
し
、
乃
ち
群
臣
に
詔
す
。
五
日
に
一
た
び
宰
相
に
随
ひ
内
殿
[
中
興
殿
転
一
に
入
見
せ
し
む
。
之
れ
を
起
居
と
謂
ふ
。

C 

瑛
お
も
へ
ら
く
唐
の
故
事
に
非
ず
と
。
五
日
の
起
居
を
罷
め
朔
望
の
入
閤
を
復
さ
ん
こ
と
を
請
ふ
。

D 

明
宗
日
く
、
五
日
の
起
居
、
吾
思
ふ
に
し
ば
し
ば
群
臣
に
見
ゆ
る
所
以
な
り
。
罷
む
べ
か
ら
ず
。
而
し
て
、
朔
望
の
入
間
、
復
す
べ
し
。

E 

然
れ
ど
も
、
唐
の
故
事
。

⑦ ⑥⑤ ④③  

天
子
、

日
ぴ
殿
に
御
し
て
群
臣
に
見
ゆ
。
常
参
と
日
ふ
。

朔
望
な
れ
ば
諸
の
陵
寝
に
薦
食
し
思
慕
の
心
あ
り
。
前
殿
に
臨
む
能
は
ず
。
則
ち
便
殿
に
御
し
て
群
臣
に
見
ゆ
。
入
閣
と
日
ふ
。

宣
政
と
は
前
殿
な
り
。
こ
れ
を
街
と
謂
ふ
。
街
に
杖
あ
り
。

紫
{
辰
と
は
便
殿
な
り
。
こ
れ
を
閤
と
謂
ふ
。

其
の
前
殿
に
御
せ
ず
し
て
紫
震
に
御
す
る
や
、
乃
ち
正
街
よ
り
喚
杖
し
、
閤
門
に
由
っ
て
入
る
。
百
官
、
朝
を
街
に
侯
つ
者
、
因
っ
て

随
ひ
以
て
入
見
す
。
故
に
之
れ
を
入
閤
と
謂
ふ
。

⑧ 

然
れ
ど
も
街
と
は
朝
な
り
。
そ
の
曜
等
し
。
閤
と
は
宴
見
な
り
。
其
の
事
殺
が
る
。

F 

乾
符
よ
り
己
後
、
乱
に
因
っ
て
櫨
閥
く
。
天
子
、
日
ぴ
群
臣
に
見
ゆ
る
こ
と
能
は
ず
。
而
し
て
朔
望
に
見
ゆ
。
故
に
正
街
、
常
日
杖
を

麿

L
、
而
し
て
朔
望
入
閣
に
杖
あ
り
。

G 

そ
の
後
習
ひ
見
、
遂
に
入
閣
を
以
て
重
し
と
な
す
。
前
殿
に
出
御
す
る
に
至
る
ま
で
猫
ほ
こ
れ
を
入
閣
と
謂
ふ
。

H 

そ
の
後
も
ま
た
廃
す
。

十

78 

11 寸11 



L 」

浩
一
幕
巳
い
副
司
叫
阿
部
汁
一
民
跡
部
ハ
中
日
宍
)
出
・

3

E
待

ー「

I 

是
こ
に
至
り
て
復
す
。
然
れ
ど
も
有
司
、
其
の
事
を
講
正
す
る
能
は
ず
。

J 

凡
そ
群
臣
、
五
日
に
一
た
び
中
興
殿
に
入
見
す
る
は
便
殿
な
り
。
此
れ
入
閣
の
遺
制
な
り
。
而
る
に
此
れ
を
起
居
と
謂
ふ
。

K 

朔
・
望
一
た
び
丈
明
殿
に
出
御
す
る
は
前
殿
な
り
。
反
っ
て
こ
れ
を
入
閣
と
謂
ふ
。

L 

珠
、
皆
正
す
能
は
ざ
る
な
り
。

の
虚
穫
と
化
し
①
、
そ
の
一
方
、
大

臣
が
便
殿
で
謁
見
、
侍
従
・
内
諸
司
な
ど
側
近
官
が
日
に
二
回
皇
帝
に
曾
見
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
る
②
。
そ
こ
で
、
明
宗
は
新
た
に
五
日
起

(
A
)
に
お
い
て
、
唐
末
の
混
乱
以
来
、
皇
帝
は
嗣
朝
せ
ず
入
閣
の
曜
も
廃
れ
、
常
朝
は
「
官
一
不
坐
」

居
の
儀
を
創
始
す
る

(
B
)
が
、
李
践
は
唐
の
故
事
で
は
な
い
の
で
、
朔
望
入
閣
の
復
活
を
提
議
し
た

(
C
)
。
封
し
て
明
宗
は
、

五
日
の
起
居

を
そ
の
ま
ま
に
し
て
朔
望
入
閣
を
再
開
す
る
(

D

)

0

そ
こ
で
欧
陽
惰
は
、

E
l
L
に
お
い
て
彼
ら
の
改
制
は
唐
の
故
事
で
な
い
こ
と
を
批
判
す
る
。
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
た
大
唐
の
制

(
E
)
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
前
掲
の
筆
者
の
理
解
と
は
明
瞭
に
相
違
し
て
い
る
。

次
に
、
唐
末
の
儀
瞳
衰
退
を
述
べ
る

(
F
)
。
欧
陽
惰
は
、
信
宗
皇
帝
の
乾
符
年
間
(
八
七
四
1
八
七
九
)
以
来
、

つ
ま
り
黄
巣
の
乱
以
後
朔

(
日
)

望
の
み
入
閣
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
説
く
。
し
か
し
管
見
の
限
り
唐
代
の
記
録
で
明
瞭
に
そ
れ
を
示
す
記
事
は
見
嘗
た
ら
ず
、
朝
儀
を
大
幅
に

縮
小
し
た
の
は
前
章
で
述
べ
た
如
く
哀
帝
天
祐
二
年
(
九
O
五
)
十
二
月
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
入
閣
は
月
一
度
と
さ
れ
、
以
後
、
後
唐
明

宗
の
朔
望
復
活
ま
で
月
朔
入
閣
が
行
わ
れ
た
。
彼
が

A
-
H
に
説
く
よ
う
に
決
し
て
入
閣
の
儀
そ
れ
白
瞳
が
廃
止
さ
れ
た
わ
け
で
な
く
、
朝
儀

(
口
)

の
歴
史
的
沿
革
に
釘
し
て
誤
解
が
あ
る
。

彼
が
最
も
主
張
し
た
か
っ
た
の
は
、
末
尾
の
J
-
K
・
L
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
来
内
殿
で
あ
る
中
興
殿
に
群
臣
が
参
入
し
て
皇
帝
に
謁

見
す
る
の
は
、
形
態
上
唐
制
の
朔
望
紫
寝
殿
入
閣
の
儀
に
あ
た
る
の
に
、
こ
れ
を
五
日
ご
と
に
行
い
「
起
居
」
な
る
名
栴
を
つ
け
(
J
)
、
本

来
、
毎
日
出
御
す
べ
き
前
殿
丈
明
殿
に
朔
望
の
み
出
御
し
て
、
こ
れ
を
唐
制
の
略
儀
で
あ
っ
た
「
入
閤
」
と
稽
し
た

(
K
)
の
は
本
末
韓
倒
も

281 

甚
だ
し
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
は
北
宋
の
朝
儀
に
継
承
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、

五
代
の
乱
制
を
受
容
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
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282 

そ
れ
で
は
本
来
ど
う
あ
る
べ
き
か
っ
・
彼
の
唐
制
理
解
と
五
代
批
判
を
勘
案
す
る
と
、
毎
日
荘
重
な
前
殿
(
正
街
)
で
儀
杖
を
揃
え
威
儀
を
正
し
、

皇
帝
が
百
官
の
前
に
威
容
を
示
す
べ
き
で
あ
り
、
内
朝
の
御
殿
は
略
儀
で
あ
っ
て
回
数
を
減
ら
す
べ
き
、
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
昔
時
丈
徳

殿
で
毎
日
行
わ
れ
て
い
る
「
常
朝
」
は
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
賓
睦
化
す
る
に
は
、
同
殿
に
皇
帝
が
毎
日
出
御
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
由
来
を
唐
制
に
求
め
た
の
が
前
記
E
③
⑤
の
前
殿
(
唐
代
の
中
朝
)
宣
政
殿
常
朝
説
で
あ
る
。

し
か
し
、
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
唐
代
後
竿
期
に
皇
帝
が
常
日
出
御
す
る
の
は
宣
政
殿
で
は
な
く
紫
寝
殿
入
閣
の
儀
で
あ
り
、
し
か
も
宣

(
国
)

政
殿
に
出
御
す
る
の
は
朔
望
日
で
あ
っ
た
か
ら
、
欧
陽
惰
は
こ
こ
で
も
誤
解
を
犯
し
て
い
る
。
卑
見
に
よ
れ
ば
彼
の
唐
制
理
解
は
、
五
代
の
衰

(

刊

日

)

制
を
是
正
し
な
い
北
宋
の
現
朕
批
判
の
矯
に
す
る
根
様
で
あ
り
、
賓
誼
的
な
史
的
考
察
と
し
て
は
難
が
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
唐
代

前
中
十
期
に
欧
陽
惰
の
常
目
前
殿
(
太
極
宮
太
極
殿
)
出
御
説
が
成
り
立
つ
か
で
あ
る
。

第
三
章

唐
代
前
宇
期
の
朝
儀

太
極
殿
・
雨
儀
殿
に
賓
際
に
皇
帝
が
居
住
し
聴
政
が
行
わ
れ
て
い
た
玄
宗
開
元
初
期
ま
で
の
雨
殿
の
使
用
例
を
ま
と
め
た
の
が
、
表
1
・
2

(
初
)

で
あ
る
。
そ
の
際
、
前
身
の
陪
大
興
殿
・
中
華
殿
の
事
例
も
含
め
た
。
殿
名
は
異
な
る
が
、
陪
・
唐
初
で
太
極
宮
の
基
本
構
造
は
愛
わ
ら
な
い

(
況
)

か
ら
で
あ
る
。

第
一
節

唐
代
前
中
十
期
の
太
極
殿

唐
代
で
は
皇
帝
の
崩
御
と
共
に
梓
宮
を
太
極
殿
に
移
し
皇
帝
が
即
位
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
こ
と
が
従
来
よ
り
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
陪
で
も

丈
帝
の
梓
宮
が
大
興
殿
に
移
さ
れ
て
い
る
の
で
陪
代
よ
り
宮
城
の
中
軸
の
正
殿
と
し
て
同
じ
機
能
を
有
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
(
表
1
、
4
-

(

む

)

(

お

)

6

・
8

・
η
・
凶
・
幻

-n
・お
)
o

ま
た
等
援
を
受
け
る
場
で
も
あ
っ
た

(
μ
)
o

さ
ら
に
百
官
や
外
国
の
使
臣
を
同
殿
で
宴
し
て
お
り

(
2
・

(

剖

)

(

お

)

9
-
m
・
2
・
ぉ
・
号
、
次
に
論
じ
る
雨
儀
殿
も
同
様
で
あ
っ
た
。
朝
儀
と
し
て
は
、
元
日
朝
舎
の
場
で
あ
り
(
日
)
、
四
の
永
徽
元
年
正
月
の

十

11 
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表 1 太極殿使用事例

十

内耳普 千n定 月日 事例の概嬰 出 典 備 考

1 1 584 開皇4年 五月 9日 後梁一人文官に奉見 陥書呂、植儀3

2 1 584 開皇4年 4月16日 突阪、高民主、日|谷海使者を宴す 隔書 1、土;帝紀

3 1 600 開皇20年 9月27日
文T在、皇太子の叛意を侍同に質し、東宮官

隔書45、房陵王勇
腐を叱責

4 1 604 f 音寺4年 8月 3日 丈帝の梓宮を績す 陪書2

5 1 617 rt効率元年 11月 911 
李淵、代王を東宮より迎え、大興股の後に

鑑184
選居せしむ

6 1 617 義寧克年 11月15H陪恭両日IJjす 陥書 5、恭帝紀

7 1 618 義半 2年 五月14日 大興殿を太極殿に改名 言1、両)Ii!l紀

8 1 618 義寧2年 3月20H唐1凶組、太極殿で口111す 吾1、'oJ組紀

9 1 618 武徳克千下 五月23日 百日を太極殿で宴し、賜吊 言1、両)Ii!l紀

10 1 618 武徳元年 3片27日 突阪の使者を太極殿で宴L、九部撲を奏す 鑑185

111 629 貞観3年 4月23日
ん上皇の徒居を受け、 j、宗、始めて/、極殿

奮し太宗紀卜
で聴政

121 639 貞観13年 正月 5日 太宗、献|凌より蹄り、太柿殿に朝す 告25、税儀 5

131 640 貞観14年 止月 2日
議春令の{託、太極殿に白官の長が昇殿して

令部、讃時令
聴く

141 642 貞飢16年 12月 1日
ん宗、太極殿に1L品以上を召集し、汚職日 班150、帝王部、官

吏の減刑を懇請 7fIJ 

151 643 貞観17年春 太極殿→冗日朝曾の所と百明 新34、五干j志 1、

161 613 貞観17年 4月
太宗、太極殿に入品以上を有集L、太子の 珊257、f前宮部、建

人i還を問う 、i:2 

171 649 貞飢23年 3月29日
太宗の喪を太椋殿で設し、高宗梓'片'同で即 鑑E日:嘗78、張行

位 成

181 649 貞親23年 6月 111 太宗を太極殿の西附に潰す
苔 3、太宗下共華

835 

191 650 水器tソし年 正月 211 局宗、太極殿に受朝ナるも曾せず 菩4、両宗紀

201 651 水徽2年 9月 1H 
作の喪があけて以来、始めて朔日受朝を

珊27、常T部、孝徳
ん極殿で行う

211 655 永徽6年 正月 5日 昭陵より帰還し、太極殿で朝賀を A豆ける
玉海159、宮室殿上 珊107、首烹部、朝曾

引台要 l、庚了 (29)に作る

221 702 長安2年 9月19日 吐蕃の使者を太椋殿で宴す
珊393、将帥部、威

錐207、麟徳殿とす
名 2

231 707 柿龍3年 7月6日 ん子重俊の品、宰十円らl:t!1殿附Jで統兵H衡 班339、宰輔部、不忠 持208

241 707 榊龍3年 9月 5日 中京、市.]売を奉られ、太極殿で受珊 冊16、常二昨日、行:披 I

251 708 景龍2年 11月23日 安楽公主の婚儀成り、太柿殿で群臣を宴す
新83、安楽公主.鍛

鑑凱)9、ffi儀殿とす
209 

261 710 景龍4年 6月1日 太柿殿の梁lこ持集まり」、らず 新34、立行志 1

271 710 阜、龍4年 6月 411 中宗の梓宮、太極殿に逗御 鑑209

2当 710 情隆克千下 6月7日 少帝、私刷即位 信7、中宗

291 710 唐隆元年 6月20日
臨1面T奉兵、内勝了F質婁氏を太極殿の西に

舞209
斬る

301 710 庖降元年 日月
臨治土のクーデター後、中書合人保E担、太

新125、蘇恕1
極殿後悶で詣救執筆

311 710 唐隆元年 6月22H
劉幽求、太椋股で宮女官官から立太后の

鑑2C日
制需を;j(められる

321 710 唐隆元年 6月24日
容示、南儀殿から太極殿に内座、太不公+冊10、帝王部、機主主

ら少帝に譲位を迫る 2 

法
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁

い
円
ド
跡
部

U
h叩
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N
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)
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C
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国
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331 712 太械冗年
間入者段偶謀、太極殿の御恒に昇 1)、天子 加150、帝二五部、 寛

を白稽 叩l

341 712 延和元年 8月3日
容宗、譲位L)，上皇として、1LBに 皮ぶ

苔 7、審示紀
極殿に受朝

文苑英華836、蘇鋼、

351 716 開冗4年 6月 容宗を太械殿の西階に摘す 容宗大聖員皇帝哀叩}

x 
361 717 開冗 3年 正月 2H 太腐の屋政れ、神一主を太極殿に移し親芋 菖自、玄宗上

371 717 開冗五午 i上月 8日 手植を太極殿で行う 結211

381 720 開元自年 正月 13日
皇太子の元山(11日)後、百官を太極殿に宴

曾26、皇太子加冗服
す

法
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁
一
い
h
跡
部
ハ
中
日
宍
)
出
・

3

E
待

ー「

事
例
は
、
『
奮
唐
書
』
巻
四
、
高
宗
紀
上
に
「
春
正
月
辛
丑
朔
。
上
受
朝
せ
ず
、
詔
し
て
改
元
す
。
壬

寅

[
2
]
、
太
極
殿
に
御
し
受
朝
し
て
曾
せ
ず
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
元
日
朝
舎
に
準
じ
た
も
の
で
あ
ろ

ぅ
。
立
の
貞
観
十
三
年
正
月
五
日
と
乱
の
、
水
徽
六
年
正
月
五
日
の
事
例
は
、
元
旦
に
先
帝
の
陵
に
朝
し

た
後
で
や
は
り
大
朝
合
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
月
二
回
の
朔
望
組
朝
の
場
で
も
あ
っ
た
(
初
)

0

日
の
占
貝

※鑑・資i台通鑑，奮…奮底書，合・唐曾要，叩 朋府元亀，新・・新居書

以下の表の略放標記同じ

観
十
四
年
正
月
二
日
の
讃
春
令
は
、
唐
代
を
通
じ
て
散
設
的
に
行
わ
れ
た
誼
時
令
の
儀
で
や
や
特
殊
な

(
お
)

儀
哩
で
あ
る
。
こ
う
し
た
大
朝
合
や
特
別
な
儀
植
を
除
き
、
太
極
殿
が
常
朝
の
場
と
示
唆
さ
れ
る
事
例

は、

3
・
u-MH
・
M
-
担
・
出
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
日
は
雨
儀
殿
と
関
係
す
る
の
で
次
節
で
扱
い
、

討
は
聴
政
の
周
期
と
関
係
す
る
の
で
次
章
で
論
じ
た
い
。

3 

開
皇
二
十
年
(
六
O
O
)
九
月
二
十
七
日
の
例

「
陪
室
田
』
巻
四
五
、
房
陵
王
勇
俸
に
、

九
月
壬
子
[
幻
]
。
車
駕
、
仁
書
宮
よ
り
至
る
。
翌
日
、
大
興
殿
に
御
し
侍
臣
に
謂
ひ
て
日
く
、

我
、
新
た
に
京
師
に
還
り
、
一
燃
に
懐
を
聞
き
歓
楽
す
べ
し
。
知
ら
ず
何
ぞ
意
翻
り
邑
然
と
し
て
秋
山

苦
な
る
を
と
。
吏
部
向
書
午
弘
釘
し
て
日
く
、
臣
等
稽
職
せ
ざ
る
に
由
り
、
故
に
至
尊
憂
勢
す
と

:
:
:
弘
の
此
の
封
を
矯
す
や
、
大
い
に
本
旨
に
話
く
。
高
組
因
っ
て
色
を
作
し
東
宮
官
属
に
謂
ひ

て
日
く
、
仁
書
官
、
此
こ
を
去
る
こ
と
遠
か
ら
ず
。
而
る
に
我
を
し
て
京
師
に
還
る
ご
と
に
、
巌

に
杖
衡
を
備
へ
、
敵
国
に
入
る
が
如
く
せ
し
む
。
我
患
利
馬
り
、
衣
を
脱
が
ず
し
て
臥
す
。
昨
夜
、

近
闘
を
得
ん
と
欲
し
、
故
に
後
房
に
在
り
。
警
急
有
ら
ん
こ
と
を
恐
れ
、
還
た
移
り
て
前
殿
に
就

く

と
あ
り
、
太
子
勇
の
謀
叛
を
恐
れ
た
丈
帝
は
後
宮
で
眠
ら
ず
に
前
殿
(
お
そ
ら
く
大
興
殿
)
で
警
戒
し
て

十

11 
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法
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁
一
い
h
跡
部
ハ
中
日
宍
)
出
・

3

E
待

ー「

夜
を
明
か
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
諸
大
臣
を
呼
び
つ
け
て
彼
ら
の
反
躍
を
伺
っ
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
非
常
時
の
警
戒
態
勢
で
あ
り
、

大
興
殿
を
常
朝
の
場
と
す
る
明
誼
と
は
い
え
な
い
。

11 

貞
観
三
年
(
六
二
九
)
四
月
二
十
三
日
の
例

周
知
の
如
く
、
唐
太
宗
皇
帝
は
六
二
六
年
六
月
の
玄
武
門
の
愛
で
父
高
組
か
ら
賓
権
を
奪
い
即
位
し
た
が
、
印
位
の
場
は
太
極
殿
で
は
な
く

(
訂
)

東
宮
の
額
徳
殿
で
あ
っ
た
。

『
冊
府
元
亀
』
巻
一

O
、
帝
王
部
、
纏
統
一
一
に
、

貞
観
三
年
四
月
。
高
祖
、
弘
義
宮
、
山
林
勝
地
有
る
を
以
て
、
乃
ち
罵
に
徒
居
し
、
名
を
大
安
宮
と
改
む
:
:
:
太
宗
奉
表
し
て
陳
譲
し
て

日
く
:
:
:
伏
し
て
願
は
く
ば
天
慈
、
の
ほ
太
極
を
安
ぜ
ん
こ
と
を
と
:
・
高
組
手
詔
し
て
日
く
:
:
:
汝
、
{
女
慮
未
だ
其
の
位
を
得
ず
:
:
:
乙

亥
[
4
]
。
太
上
皇
、
大
安
宮
に
居
す
:
:
:
甲
午
[
お
]
。
太
宗
、
位
を
太
極
殿
に
正
す
。

と
あ
り
、
上
皇
高
組
の
大
安
宮
移
住
後
、
始
め
て
太
極
宮
で
聴
政
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。
最
初
の
太
極
殿
踊
拓
政
は
二
十
三
日
の
平
日
で
あ
り
、

常
日
太
極
殿
覗
朝
の
根
擦
と
し
て
は
有
力
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
史
料
に
は
「
太
極
殿
に
位
を
正
す
」
と
し
て
お
り
、
正
式
に
太
極
宮
の
主
と

な
っ
た
こ
と
を
示
す
象
徴
的
な
出
御
と
の
解
穫
も
排
除
で
き
な
い
。

14 

貞
観
十
六
年
(
六
回
二
)
十
二
月
一
日
の
例

『
冊
府
元
誼
』
巻
一
五

O
、
帝
王
部
、
寛
刑
に
、

太
宗
貞
観
十
六
年
十
一
月
。
慶
州
都
督
黛
仁
弘
、
柾
法
取
財
及
び
監
臨
す
る
所
の
臓
を
受
く
る
こ
と
百
鈴
高
に
坐
し
、
死
に
嘗
た
る
。
太

宗
之
れ
を
哀
み
て
日
く
:
:
:
今
法
を
曲
げ
て
公
等
に
就
ひ
て
之
れ
を
乞
は
ん
と
。
十
二
月
壬
午
朔
。
五
品
以
上
を
召
し
、
太
極
殿
前
に
至

ら
し
め
、
之
れ
に
謂
ひ
て
日
く
、
夫
れ
人
君
賞
罰
を
執
り
、
貴
ぶ
は
必
信
に
在
り
:
:
:
薫
仁
弘
罪
を
犯
し
死
に
首
た
り
、
股
哀
幹
を
欲
す
。

日
疋
れ
股
白
ら
文
法
を
弄
ぶ
。
誠
に
天
地
に
負
け
り
:
:
:
司
空
房
元
齢
等
日
く
:
:
:
太
宗
乃
ち
手
詔
し
て
答
へ
て
日
く
:
:
:
公
の
固
く
諌
む

285 

る
を
以
て
、
且
く
来
請
に
依
ら
ん
と
。
是
こ
に
お
い
て
仁
弘
を
宥
し
庶
人
と
馬
し
、
欽
州
に
徒
す
。

十

83 
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法一幕任問『叫阿部汁一い
h

跡
部
ハ
中
日
宍
)
出
・
3

E
待
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286 

と
あ
り
、
汚
職
官
吏
薫
仁
弘
の
極
刑
を
克
れ
さ
せ
る
た
め
に
太
宗
は
大
仰
な
芝
居
を
打
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
場
は
太
極
殿
で
日
附
は
月
旦
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
丈
中
に
い
う
よ
う
に
五
品
以
上
の
臨
時
召
集
で
あ
り
、
し
か
も
皇
帝
が
一
官
吏
の
助
命
を
群
官
に
懇
請
し
た
貼
で
も
頗
る

(
お
)

異
例
で
あ
る
。
要
す
る
に
太
宗
が
法
を
曲
げ
て
恋
意
を
貫
徹
す
る
こ
と
を
百
官
に
認
め
さ
せ
る
一
種
の
演
技
で
あ
り
、
太
極
殿
を
常
朝
の
場
と

す
る
誼
左
と
は
し
が
た
い
。
し
か
し
異
例
づ
く
め
で
あ
る
が
、
太
宗
朝
に
お
け
る
皇
帝
と
百
官
の
濃
密
な
関
係
を
象
徴
す
る
出
来
事
で
は
あ
る
。

し
か
も
そ
れ
が
、
正
殿
の
庭
で
大
勢
の
参
加
者
を
集
め
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
時
期
の
正
殿
が
衆
議
を
墨
く
す
討
論
集
合
の
場
で
あ
る
こ
と

を
物
語
る
。

31 

景
龍
四
年
(
七
一

O
)
六
月
二
十
二
日
の
例

こ
の
年
六
月
二
十
日
に
容
宗
の
子
隆
基
が
ク
ー
デ
タ
ー
を
起
こ
し
章
后
一
祇
を
粛
清
し
た
。
『
資
治
通
鑑
』
巻
二

O
九
に
よ
る
と
、
そ
の
二

日
後
壬
寅
に
、

劉
幽
求
、
太
極
殿
に
在
り
。
宮
人
の
宜
官
と
幽
求
を
し
て
制
書
を
作
ら
し
め
、
太
后
を
立
て
ん
と
す
る
有
り
:
:
:
平
王
隆
基
日
く
、
此
れ

軽
言
す
る
勿
れ
と
。

と
あ
り
、
平
日
太
極
殿
に
宰
相
劉
幽
求
と
李
隆
基
が
い
た
こ
と
を
俸
え
る
。
こ
の
時
、
中
宗
の
梓
宮
は
太
極
殿
に
あ
り
、

お
の
例
か
ら
も
わ
か

る
よ
う
に
太
極
殿
は
政
壌
の
際
に
防
衛
撮
酷
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
少
帝
即
位
後
臨
朝
稀
政
し
て
い
た
章
后
は
殺
さ
れ
て
お
り
、

一
一
日
後
に
少

帝
自
身
も
廃
さ
れ
て
し
ま
う
(
お
)
0

こ
の
時
期
、
皇
帝
の
聴
政
は
恐
ら
く
行
わ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。

第
二
節

唐
代
前
竿
期
の
雨
儀
殿

表
2
を
み
る
と
、
太
極
殿
に
増
し
て
宴
舎
の
場
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い

(
2
・
3
・
4

・
5

・
6
・
7
・
9
・
η
・凶

-
m
・
2
)
0

方
、
覗
朝
の
場
・
政
治
討
論
の
場
と
し
て
使
用
さ
れ
た
事
例
が
8
・
日
・
日
・
ロ
-
H
・
日
で
あ
る
。

8 

貞
観
十
四
年
(
六
四
O
)
の
例

十
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浩
一
幕
巳
い
副
司
尚

部

汁

一

民

跡

部

U
h叩

ー「

N
g出
・

3

E
待

雨儀殿使用事例

内耳普 千n定 月日 概 製 出 典 備 考

1 1 626 武徳 9年 4月25日中華殿の桐樹に甘露が降り、群臣に不す 曾28、科瑞上

2 1 629 貞観3年 12月221|突事j可tl及び昨巨ニ品以上を中華殿lご旦す 型109、帝王部、
宴珊109、11月とする

宇
→鑑193に従い12月

にかける

3 1 6以) 貞硯 4午 2月13日 品以上を中平殿に宴す 叶109、帝王部、宴宇

1 1 634 貞叫8年 3月 2日 !日J組、西突阪の使者を爾儀殿に宴 t 色 1、l九示日中己

5 1 637 貞観11年 花月日日
太宗、洛陽行幸を聞に、雨儀殿lこl上品J:J、上叶109、帝王部、宴

を宴す 手 I

6 1 640 貞観14年 8月 局高が平之され、 1t巨を雨儀殿lご旦す
貞観政要 3、君臣捨

戒 6

7 1 640 貞観14作 9月11日
京官五品J:J上を雨儀殿にJrL、九部之畿を 珊 109、両下部、J，(

奏す 享 1

8 1 610 貞観11年
針刺して張主素に官庁Fを開き、 Jc素恥じて

告75、張玄素
悶門を出る→雨儀殿う

9 1 642 貞叫16年 10月18日 諸蕃使を雨儀殿に宴し、沙鉢羅侯斤を百台す
叶109、帝王部、宴

手 I

101 643 貞硯17午 4月7日
?太宗、南儀殿で砕巨退出後、重臣達と立太 珊257、儲宮部、建

廃¥i"の経緯は、大庖

子を圃る ¥/2 
新語 1を参照し 7日

と推定

111 643 貞整117年 4月20日
皇太子、雨儀殿に侍り、太宗、訓戒し、特 冊257、儲宮部、建

日に所感を~べる す 2

121 611 貞観18年 4月日日
斗太子、雨儀殿に1tl)、太宗、 1t臣らに太 珊 148、帝|部、知

干のli'l'判を聞く 子

131 649 貞叫23年 5月28日
太宗、翠微白で崩御、太了、大行の御輿に

鑑199
従い人京、雨f立殿に止まる

141 650 水徽Jし年
円寺J京、宰相・弘文館皐士を中華殿に封 L、 明624、卿監部、智

政道を問う f故

151 652 本徽3作 2月18日
正月以来、早魁で正殿を避ける→雨雪あり 珊26、帝|部、感暦

また雨儀殿で南国間事

161 708 景龍2年 11月
中宗、氏i止緒を招き、附儀殿で問J旦の植を

鑑209
行わんとす

171 708 景龍2年 11月23H 安楽公主の出降、群何を爾儀殿に支す
叶110、帝王部、宴

手 2

181 708 景龍2年 12月8日 堅昆の使者を雨儀殿で宴す
冊110、常子部、宴

享 2

191 709 景龍3年P 中宗、大臣・皐上と雨儀殿で宴す
新119、武平一:鑑

209 

20 709 原自u年〉
1青文館直撃土武平 、中京の雨儀殿宴舎を

武午 、同儀殿.)主

批判
新119、武平一 慶殿を受朝IJ聴訟の所

とtる

21 710 景龍4年 4月
中京、侍匝を雨儀殿に昇殿させ、楼桃を賜

ぶ半御覧969、果部

つ
6， t劉Jt引景隆土館

記

肖詩紀事11、ニ子、行口

22 中京朝 7月 7日 中京、雨儀殿で七夕の曾宴を催す
-止苑英華173、暦

制6、歳時2、 七夕

五肯

23 710 景龍4年 日月20日
臨泌王、反孝氏の翠兵、兵を爾儀殿の聞に 剤1.5、玄宗紀

脅す

241 710 宗龍4年 6月2411
省宗、雨儀股より太械殿に山廃して少帝よ叩110、帝王部、総統

り譲{止される 2 
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『
奮
唐
童
日
』
巻
七
五
、
張
玄
素
停
に
、

日
疋
の
歳
[
貞
観
十
四
年
]
、
太
宗
嘗
て
朝
に
封
し
、
玄
素
の
歴
官
の
所
由
を
問
ふ
。
玄
素
肢
に
刑
部
令
史
よ
り
出
づ
。
甚
だ
以
て
漸
恥
す
。

諌
議
大
夫
諸
逐
良
上
疏
し
て
日
く
:
:
:
陛
下
、
昨
き
に
見
の
あ
た
り
に
張
玄
素
に
問
ひ
て
云
ふ
、
陪
に
て
何
の
官
に
任
ず
る
や
と
:
:
:
玄

素
特
に
閤
門
を
出
で
ん
と
し
、
殆
ど
移
歩
す
る
能
は
ず
。
精
爽
頓
に
霊
き
、
色
死
灰
に
類
す
。
朝
臣
之
れ
を
見
、
多
く
驚
き
怪
し
む
所
な

h

川ノ・・・・・・

と
あ
り
、
太
宗
が
張
玄
素
に
官
歴
を
尋
ね
た
の
は
「
封
朝
」
の
場
で
あ
り
朝
儀
の
際
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
流
外
出
身
の
玄
素
は
意
気
消

沈
し
て
閤
門
を
出
た
の
で
、
こ
れ
以
前
の
朝
儀
は
閤
門
よ
り
内
側
で
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
朝
儀
が
行
わ
れ
た
の
は
、
太
極
殿
両
側

の
東
西
上
関
門
の
内
側
の
雨
儀
殿
で
あ
ろ
う
。
閤
門
を
出
ょ
う
と
し
た
張
玄
素
の
傑
惇
ぶ
り
を
見
て
、
朝
臣
達
が
異
様
に
感
じ
た
の
は
朝
儀
終

了
後
の
退
朝
時
の
光
景
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
貞
観
年
間
の
後
半
で
、
雨
儀
殿
が
朝
儀
の
場
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
定
す
る
史
料
で
あ
る
。

同
年
同
月
二

O
日
の
例

こ
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
前
稿
で
雨
儀
殿
朝
儀
の
賓
例
と
し
て
述
べ
た
。
そ
の
際
使
用
し
た

10 

貞
観
十
七
年
(
六
四
三
)
四
月
七
日
の
例

11 

『
冊
府
元
亀
」
巻
二
五
七
、
儲
宮
部
、
建
立
二

は
李
承
乾
の
慶
太
子
と
音
王
治
の
立
太
子
に
つ
い
て
最
も
詳
細
な
史
料
で
あ
る
が
、

一
種
の
倒
技
法
を
用
い
て
お
り
正
確
な
日
附
が
不
明
瞭
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
他
の
史
料
を
参
照
し
て
日
附
を
推
定
し
事
件
の
経
過
を
た
ど
り
た
い
。

②①  

[
貞
観
]
十
七
年
四
月
乙
西

[
6
]
、
太
子
承
乾
を
廃
し
て
庶
人
と
矯
す
。

丙
成

[
7
]
、
詔
し
て
日
く
:
:
:
井
州
都
督
右
武
侯
大
将
軍
耳
目
玉
治
:
:
:
文
武
に
蒔
杏
す
る
に
、
成
な
推
戴
す
る
所
な
り
:
:
:
治
を
立

て
皇
太
子
と
矯
す
べ
し
、
所
司
曜
を
備
へ
冊
命
せ
よ
(
即
ち
高
宗
な
り
)
0

④ ③  

甲
午
[
日
]
、
臨
軒
し
て
皇
太
子
に
加
を
授
く
。

己
亥
[
初
]
、
雨
儀
殿
に
御
し
、
皇
太
子
側
に
侍
る
。
孝
梧
を
陳
べ
以
て
之
れ
を
戒
め
、
侍
臣
に
謂
ひ
て
日
く
、
朕
天
下
を
御
す
る
こ

と
十
有
七
載
、
遂
に
太
子
を
得
た
り

十
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⑤ 

初
め
、
承
乾
の
将
に
慶
さ
れ
ん
と
す
る
や
、

A 

貌
王
泰
、

日
び
入
り
て
奉
侍
し
、
太
宗
面
の
あ
た
り
に
立
て
て
太
子
と
負
さ
ん
こ
と
を
許
す
。

B 

因
っ
て
侍
臣
に
謂
ひ
て
日
く
、
泰
昨
き
に
入
見
し
、
自
ら
我
が
懐
中
に
投
じ
て
云
ふ
:
:
:
臣
に
一
肇
子
有
り
、
臣
百
年
の
後
、
首
に
陛

下
の
矯
に
之
れ
を
殺
し
、
園
を
耳
目
玉
に
停
ふ
べ
し
:
:
:
我
れ
其
の
此
く
の
如
き
を
見
、
甚
だ
之
れ
を
憐
む
と
。

C 

格
逐
良
進
み
て
日
く
、
陛
下
大
い
に
言
を
失
す
:
:
:
安
く
ん
ぞ
陛
下
百
年
の
後
、
貌
玉
、
園
を
持
し
柄
を
執
り
、
天
下
の
主
矯
り
て
能

く
其
の
愛
子
を
殺
し
、
園
を
音
王
に
惇
ふ
る
者
有
ら
ん
や
:
:
:

D 

太
宗
、
沸
掴
交
も
下
り
て
日
く
、
我
能
は
ず
と
。
因
っ
て
起
ち
て
入
内
す
。

E 

太
宗
、
耳
目
玉
の
仁
孝
を
以
て
、
心
に
鍾
愛
す
る
所
な
り
:
:
:
以
て
嗣
と
矯
さ
ん
と
意
ふ
も
未
だ
謹
言
せ
ず
。
泰
、
任
数
し
て
太
宗
の
耳
目

王
を
愛
す
る
を
知
る
。
因
っ
て
之
れ
に
謂
ひ
て
日
く
:
:
:
憂
色
無
か
る
を
得
ん
や
と
。
耳
目
玉
之
れ
を
憂
ひ
顔
色
に
見
は
る
。
太
宗
怪
し
み

て
屡
ば
問
ひ
、
方
め
て
其
の
故
を
言
ふ
。
太
宗
慨
然
と
し
て
泰
を
立
つ
る
の
言
を
悔
ゆ
る
有
り
。

⑥ 
A 

日
疋
の
日
、
太
宗
、
雨
儀
殿
に
御
す
。

B 

群
官
蓋
く
出
づ
。

C 

詔
し
て
司
徒
長
孫
無
忌
・
司
空
房
元
齢
・
兵
部
尚
書
李
動
・
諌
議
大
夫
楕
遂
良
を
留
め
、
謂
ひ
て
日
く
、
我
が
三
子
一
弟
話
す
所
此
く

の
如
し
。
我
が
心
無
柳
な
り
と
。
因
っ
て
自
ら
林
に
投
じ
侃
万
を
引
く
。
無
忌
等
争
ひ
趨
り
、
太
宗
の
手
中
を
抱
持
し
、
一
宇
ひ
て
侃
刀
を

取
り
以
て
耳
目
玉
に
授
く
。
無
忌
等
太
宗
の
欲
す
る
所
を
詰
ふ
。
日
く
、
我
れ
耳
目
玉
を
立
て
ん
と
欲
す
と
。
無
忌
日
く
、
謹
ん
で
詔
を
奉
じ
、

異
議
す
る
者
有
ら
ぱ
、
臣
之
れ
を
斬
ら
ん
こ
と
を
請
ふ
と
:
:
:
太
宗
、
無
己
室
寸
に
謂
ふ
、
'
既
に
我
が
意
に
符
ふ
も
未
だ
物
論
を
知
ら
ず
。

何
如
と
。
無
忌
等
又
日
く
、
音
王
仁
孝
、
天
下
心
を
属
す
こ
と
久
し
。
伏
し
て
百
僚
を
召
し
聞
は
ん
こ
と
を
乞
ふ
。
必
ず
異
辞
な
か
ら
ん
。

若
し
手
舞
同
音
せ
ざ
れ
ば
、
臣
、
陛
下
に
負
く
こ
と
寓
死
・
:

289 

⑦ 

太
宗
、
是
こ
に
お
い
て
、
太
極
殿
に
御
し
、
丈
武
六
品
以
上
を
召
し
て
日
く
、
承
乾
惇
逆
、
泰
も
ま
た
敗
類
な
り
。
肢
の
之
れ
を
観
る

十
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所
、
皆
立
つ
べ
か
ら
ず
。
諸
子
の
尤
も
仁
孝
な
る
者
を
選
び
立
て
て
家
嗣
と
馬
さ
ん
と
欲
す
の
み
。
其
れ
肢
が
篇
に
明
言
せ
よ
と
。
衆
成

な
言
ふ
、
耳
目
玉
、
忠
孝
仁
愛
に
し
て
丈
徳
皇
后
の
子
な
り
。
立
て
て
儲
君
と
矯
せ
と
:
:
:
太
宗
、
衆
情
輿
す
る
所
を
見
、
顔
色
甚
だ
悦
ぶ
。

ま
ず
①
!
③
に
お
い
て
承
乾
廃
太
子
と
耳
目
王
立
太
子
の
日
程
が
示
さ
れ
る
。

-
①
九
観
十
七
年
四
月
乙
酉
六
日
・
・
・
・
・
・
太
子
承
乾
を
廃
し
て
庶
人
と
す
。

T
②
丙
成
七
日
・
・
・
・
・
・
菅
王
治
を
立
太
子
す
る
詔
が
出
さ
れ
冊
命
の
儀
賓
施
が
命
じ
ら
れ
る
。

「
③
甲
午
十
五
日
・
・
・
・
・
・
臨
軒
し
て
皇
太
子
を
珊
授
す
る
。

つ
い
で
④
己
亥
二
十
日
に
、
新
太
子
が
父
帝
の
も
と
で
雨
儀
殿
聴
政
に
興
る
様
子
が
語
ら
れ
る
。

こ
こ
ま
で
日
程
が
明
瞭
で
あ
る
が
、
⑥
太
宗
と
侍
臣
と
の
聞
で
耳
目
王
立
太
子
が
決
定
さ
れ
た
日
附
が
、
⑤
の
「
初
め
」
云
々
の
措
辞
に
よ
っ

て
過
去
に
遡
及
さ
れ
不
明
瞭
と
な
っ
て
い
る
。
⑥
は
雨
儀
殿
に
て
「
群
官
霊
く
出
」
で
た
後
、
残
留
し
た
高
官
達
と
太
宗
と
の
話
し
合
い
で
所

謂
「
杖
下
奏
事
」
に
あ
た
る
。
次
期
太
子
の
人
選
と
い
う
重
要
な
政
策
決
定
で
あ
り
、
雨
儀
殿
が
朝
儀
と
政
策
決
定
の
雨
方
を
晶
兼
ね
る
こ
と
を

端
的
に
示
す
事
例
で
あ
る
。
前
掲
『
冊
府
元
亀
』
の
記
事
は
⑥
を
「
是
日
」
と
し
て
あ
り
、
⑤
承
乾
の
慶
太
子
・
貌
王
の
策
動
・
侍
臣
達
の
反

封
・
耳
目
玉
の
立
太
子
決
定
が
一
日
の
出
来
事
に
と
れ
る
。
『
唐
舎
要
』
巻
五
、
諸
王
雑
録
は
、
乙
酉
六
日
と
丙
成
七
日
の
二
日
間
に
渉
る
出
来

事
と
し
て
い
る
が
、
太
宗
の
貌
王
立
太
子
打
診
と
侍
臣
の
拒
否
・
雨
儀
殿
で
の
音
王
立
太
子
決
定
が
丙
戊
七
日
の
出
来
事
の
よ
う
に
記
載
さ
れ

る
。
一
方
、
『
大
唐
新
語
』
巻
一
、
匡
賛
第
一
は
、
①
l
⑤
D
ま
で
の
節
略
内
容
を
記
し
た
後
に
「
翌
日
」
と
し
て
、
⑥
l
⑦
ま
で
の
出
来
事

を
記
し
て
お
り
同
様
に
二
日
間
に
渉
る
出
来
事
に
し
て
い
る
。
「
珊
府
元
亀
』
・
「
唐
合
同
要
』
説
で
は
前
記
の
如
き
一
連
の
事
件
が
僅
か
一
日
の

聞
に
起
こ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
『
大
唐
新
語
』
の
毅
迷
に
従
い
、
⑤
が
乙
酉
六
日
の
出
来
事
、
⑥
l
⑦
が
翌
日
丙
戊
七
日
の
出
来
事
と
し

た
い
。
と
こ
ろ
で

B
の
太
宗
・
侍
臣
の
協
議
は

D
に
お
い
て
太
宗
が
後
宮
に
退
去
し
て
い
る
の
で
、
禁
中
内
の
正
殿
で
あ
る
雨
儀
殿
で
行
わ
れ

た
可
能
性
が
強
い
。
ま
た
丙
成
七
日
の
政
策
決
定
の
様
態
で
あ
る
が
、

E
の
後
宮
で
の
太
宗
の
決
意
が
、
⑥
雨
儀
殿
で
侍
臣
に
諮
ら
れ
賛
同
を

得
、
さ
ら
に
⑦
前
殿
太
極
殿
に
六
品
以
上
の
官
僚
を
召
集
し
て
朝
廷
の
意
思
を
確
認
し
、
最
後
に
宮
城
の
正
南
門
承
天
門
に
出
御
し
て
大
赦
・

十
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(
お
)

賜
師
に
よ
っ
て
民
庶
に
宣
言
す
る
と
い
う
手
順
で
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
後
宮
↓
雨
儀
殿
↓
太
極
殿
↓
承
天
門
と
い
う
場
の
移
動
と
、
そ
れ

に
閲
わ
る
人
物
の
人
数
・
階
層
の
接
大
の
過
程
を
明
瞭
に
示
す
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
三
朝
正
殿
(
門
)
で
構
成
さ
れ
た
宮
城
の
中
心
軸
構
造

は
明
瞭
な
序
列
を
表
し
こ
の
時
期
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
立
太
子
と
い
う
重
大
事
が
太
宗
の
胸
先
三
寸
或
い
は
後
宮
内
の
密
室
で

決
定
で
き
ず
、
皇
帝
の
自
殺
未
遂
と
い
う
驚
天
動
地
の
演
技
を
件
っ
て
次
第
に
大
勢
の
臣
庶
に
公
開
さ
れ
る
形
で
決
定
・
宣
布
さ
れ
た
の
は
、

(

川

社

)

「
君
臣
共
治
」
と
も
稀
さ
れ
る
こ
の
時
期
の
政
治
の
一
面
を
物
語
る
。
そ
し
て
そ
の
主
要
舞
蓋
は
三
朝
正
殿
で
あ
っ
た
。

12 

貞
観
十
八
年
(
六
四
四
)
四
月
六
日
の
例

『
冊
府
元
亀
』
巻
一
四
八
、
帝
王
部
、
知
子
に
、

太
宗
貞
観
十
八
年
四
月
己
酉

[
6
]
。
雨
儀
殿
に
御
す
。
高
宗
、
時
に
皇
太
子
第
り
て
側
に
侍
す
。
太
宗
侍
臣
に
謂
ひ
て
日
く
、
太
子
の

志
行
性
度
、
外
の
人
、
頗
る
ま
た
知
る
や
否
や
と
:
:
:

と
あ
り
、
丈
中
、
太
宗
が
諮
問
し
た
相
手
を
「
侍
臣
」
と
し
て
い
る
が
、
『
資
治
通
鑑
」
巻
一
九
七
は
、
「
群
臣
」
と
な
っ
て
い
る
。
『
冊
府
元

亀
』
巻
一

O
二
、
帝
王
部
、
招
諌
に
、

[
、
水
徽
五
年
(
六
五
四
)
]
九
月
。
帝
、

五
品
己
上
に
謂
ひ
て
日
く
、
往
日
膝
下
を
離
れ
ず
、
日
一
タ
侍
奉
す
。
昔
時
、

五
品
己
上
の
論
事
を

見
る
に
、
戎
ひ
は
杖
下
に
し
て
奏
す
る
有
り
、
或
ひ
は
進
航
し
て
論
ず
る
者
有
り
て
、
終
日
絶
え
ず
:
:
:

と
あ
り
、
太
宗
朝
で
五
品
以
上
の
常
参
官
が
杖
下
奏
事
・
進
肢
と
い
っ
た
手
段
で
盛
ん
に
意
見
表
明
し
、
そ
の
場
に
皇
太
子
時
代
の
高
宗
が
侍

っ
て
い
た
こ
と
を
回
顧
し
て
ロ
の
記
事
と
照
鷹
し
て
い
る
。
少
な
く
と
も
太
宗
朝
後
半
は
、
雨
儀
殿
で
の
朝
儀
と
、
そ
こ
で
の
釘
杖
(
五
品
以

上
官
人
)
|
杖
下
(
退
朝
後
の
残
留
官
人
)
の
討
論
が
定
着
し
て
い
る
こ
と
が
い
え
よ
う
。

14 

永
徽
元
年
(
六
五
O
)
の
例

『
珊
府
元
亀
』
巻
六
一
一
回
、
卿
監
部
、
智
識
に
、

291 

唐
の
令
狐
徳
菜
、
永
徽
の
初
め
太
常
少
卿
矯
り
。
高
宗
、
中
書
門
下
三
品
及
び
弘
丈
館
皐
士
を
中
華
殿
に
召
し
論
議
す
:
:
:
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と
あ
り
、
中
華
殿
(
雨
儀
殿
)
に
、
中
書
門
下
三
品
・
弘
丈
館
皐
士
を
召
集
し
て
論
議
し
た
こ
と
を
惇
え
、
『
奮
唐
童
日
」
巻
七
三
、
令
狐
徳
棄
停

に
は
、
「
召
宰
臣
及
弘
丈
館
撃
士
於
中
華
殿
」
と
あ
り
、
宰
相
・
弘
丈
館
皐
士
等
特
定
の
メ
ン
バ
ー
を
指
定
し
た
臨
時
の
諮
問
曾
議
で
あ
ろ
う
。

朝
儀
終
了
後
の
杖
下
奏
事
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
朝
儀
と
は
別
に
開
催
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
そ
う
な
ら
ば
唐
代
後
宇
期
の
臨
時
曾
議
が
正

殿
で
は
な
く
便
殿
で
行
わ
れ
た
の
に
封
し
て
、
こ
の
時
期
に
は
そ
の
よ
う
な
機
能
分
化
が
ま
だ
進
行
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
表
す
事
例
で
あ

ろ、つ。
15 

永
徽
三
年
(
六
五
二
)
二
月
十
八
日
の
例

『
冊
府
元
亀
』
巻
二
六
、
帝
王
部
、
感
躍
に
、

三
年
、
去
年
九
月
よ
り
雨
ふ
ら
ず
正
月
に
至
る
。
詔
し
て
正
殿
を
避
け
、
東
廊
に
御
し
以
て
政
を
聴
き
、
な
ほ
向
食
を
し
て
膳
を
減
ら
し

む
。
二
月
壬
寅
[
日
]
に
至
り
、
大
い
に
雨
雪
あ
り
。
乙
巳

[
日
]
、
復
た
雨
儀
殿
に
御
し
、
南
面
し
て
覗
事
す
。

と
あ
り
、
明
ら
か
に
雨
儀
殿
が
常
日
聴
政
の
場
で
あ
り
、
し
か
も
「
正
殿
」
と
稀
さ
れ
て
い
る
(
欧
陽
傍
の
所
謂
「
便
殿
」
で
は
な
い
)

0

以
上
、
雨
儀
殿
が
少
な
く
と
も
太
宗
朝
後
竿
か
ら
常
日
覗
朝
の
場
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
貰
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
表
2
M
の

『
資
治
通
鑑
」

巻
二

O
九
の
事
例
を
み
る
と
、

上
、
安
楽
公
主
、
特
に
左
衛
中
郎
将
武
延
秀
に
適
か
ん
と
す
る
を
以
て
、
遣
使
し
て
太
子
賓
客
武
依
緒
を
嵩
山
に
召
す
。
依
緒
終
に
至
ら

ん
と
し
、
上
、
瞳
官
に
救
し
、
雨
儀
殿
に
お
い
て
別
位
を
設
け
、
間
道
の
瞳
を
行
は
ん
と
欲
す
:
:
:
杖
入
り
、
通
事
会
口
人
、
依
絡
を
引
き

位
に
就
か
し
む
、
依
緒
趨
り
て
辞
見
班
中
に
立
ち
、
再
拝
す
る
こ
と
常
儀
の
如
し
(
凡
そ
百
官
、
中
朝
よ
り
山
川
で
て
外
官
筋
る
に
、
朝
に
赴
き

辞
す
。
外
官
よ
り
入
り
て
朝
観
す
る
者
、
引
き
て
入
見
す
。
其
の
辞
・
見
な
る
者
、
百
官
の
序
班
に
輿
ら
ず
、
自
ら
班
を
潟
し
て
立
つ
。
之
れ
を
僻
見
班

と謂う・・・・・・
)

0

と
あ
り
、
雨
儀
殿
庭
に
は
辞
見
班
な
る
朝
儀
の
班
位
が
存
在
し
、
同
所
が
以
前
よ
り
朝
舎
の
場
と
し
て
制
度
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

表
2
に
示
す
ご
と
く
中
宗
は
、
同
殿
で
盛
ん
に
宴
曾
し
年
中
行
事
を
ω
楽
し
ん
で
い
た
が
、
却
の
史
料
に
そ
う
し
た
在
り
方
を
批
判
す
る
見
解
が
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登
場
す
る
。
『
新
唐
書
』
巻
一
一
九
、
武
平
一
停
に
、

後
に
雨
儀
殿
に
宴
す
:
:
:
平
一
、
上
書
し
て
諌
め
て
日
く
・
:
:
・
況
や
雨
儀
・
承
慶
殿
な
る
は
、
陛
下
受
朝
・
聴
訟
の
所
、
比
ろ
大
い
に
群

臣
を
饗
す
。
ま
さ
に
侶
優
・
媒
押
を
以
て
邦
典
を
駒
汗
す
べ
か
ら
ず
。
若
し
聴
政
の
暇
、
有
め
に
耳
目
を
玩
ぶ
は
、
自
ら
首
に
之
れ
を
後

廷
に
奏
す
れ
ば
可
な
る
べ
き
な
り
と
。
納
れ
ず
。

と
あ
り
、
雨
儀
殿
と
承
慶
殿
を
「
受
朝
・
聴
一
訟
之
所
」
と
し
て
い
る
。
承
慶
殿
と
は
雨
儀
殿
の
西
に
位
置
す
る
脇
殿
で
、
『
在
日
唐
主
日
』
巻
七
、

中
宗
紀
、
景
龍
三
年
(
七
O
九
)
秋
七
月
発
亥
の
候
に
よ
る
と
中
宗
は
こ
こ
で
囚
徒
を
録
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
中
宗
朝
で
禁
中
領
域
の
内

(
お
)

殿
が
施
政
の
場
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
さ
ら
に
俳
優
を
交
え
た
娯
楽
色
の
強
い
宴
舎
は
「
後
廷
」
で
ど
う
ぞ
、
と
い
う
物
言
い
は
朝

儀
・
聴
政
の
場
で
あ
る
雨
儀
殿
が
相
封
的
に
「
前
」
の
殿
扱
い
さ
れ
て
お
り
、
公
的
儀
曜
の
場
と
し
て
権
威
を
確
立
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
一
不

(
幻
)

し
て
い
る
。

(
お
)

以
上
、
長
安
の
太
極
宮
で
は
、
遅
く
と
も
貞
観
後
期
か
ら
雨
儀
殿
が
朝
儀
と
踊
拓
政
の
場
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
次
章
で
は
朝

儀
の
開
催
頻
度
、

つ
ま
り
時
聞
の
観
貼
か
ら
「
常
朝
」
の
問
題
を
再
検
討
し
た
い
。

第
四
章

唐
代
前
宇
期
の
覗
朝
の
周
期

欧
陽
惰
の
常
目
前
殿
出
御
説
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、
朝
儀
の
場
の
他
に
、
ど
の
程
度
の
頻
度
で
所
謂
「
常
朝
」
が
な
さ
れ
て
い
た
か
が
重

要
で
あ
る
。
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
唐
代
後
半
期
で
は
隻
日
入
閣
が
定
制
と
さ
れ
て
い
た
。
唐
代
前
竿
期
で
は
如
何
様
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

周
知
の
如
く
長
安
の
宮
城
の
原
型
を
構
築
し
た
の
は
陪
丈
帝
で
あ
る
。
ま
ず
、
彼
の
聴
政
ぶ
り
を
見
て
み
よ
う
。
「
冊
府
元
亀
」
巻
五
三
一
、

諌
語
部
、
規
諌
に
は
、

楊
向
希
、
上
儀
同
た
り
。
高
組
、
毎
旦
臨
朝
し
日
目
民
倦
ま
ず
。
向
希
諌
め
て
日
く
:
:
:
繁
砕
の
務
、
人
主
宜
し
く
親
し
む
べ
き
所
に
あ
ら

293 

ざ
る
な
り
と
。
帝
、
歌
然
と
し
て
日
く
、
公
、
我
を
愛
す
な
り
と
。十
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と
あ
っ
て
、
毎
朝
、
臣
僚
に
閲
見
し
て
い
た
こ
と
を
惇
え
、
丈
帝
の
遺
詔
に
も
自
ら
の
功
業
を
誇
る
中
で
、
毎
日
の
群
臣
に
封
す
る
悪
政
を
述

(
ぬ
)

べ
立
て
て
い
る
。
つ
ま
り
、
陪
丈
帝
は
毎
日
の
朝
舎
儀
曜
が
そ
の
ま
ま
聴
政
の
場
で
あ
り
「
朝
参
」
と
「
聴
政
」
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
た
の
で

あ
る
。二

代
目
の
傷
帝
に
な
る
と
次
の
よ
う
な
記
事
が
見
え
る
。
『
陪
書
』
巻
六
一
、
郭
桁
停
に
、

ま
た
嘗
て
帝
に
築
を
取
ら
ん
こ
と
を
勧
め
、
五
日
に
一
た
び
覗
事
し
、
高
祖
に
致
ひ
空
し
く
自
ら
助
勢
す
る
こ
と
を
得
る
無
か
れ
と
。
帝
、

こ
れ
に
従
ひ
、
盆
す
そ
の
孝
順
を
栴
す
。

と
あ
っ
て
、
聴
政
を
五
日
に
一
度
と
し
た
の
で
あ
る
。
五
日
に
一
度
は
周
知
の
如
く
漢
宣
帝
の
故
事
で
あ
る
が
、
燭
帝
の
場
合
先
帝
と
比
較
し

て
明
ら
か
に
怠
慢
の
制
で
あ
ろ
う
。

唐
初
、
高
租
の
覗
朝
の
頻
度
に
つ
い
て
史
料
に
明
言
が
な
い
が
、
太
宗
に
つ
い
て
は

『
唐
曾
要
」
巻
五
六
、
起
居
郎
、
起
居
舎
人
、
貞
観
元

年
(
六
二
七
)
の
僚
に
「
除
、
毎
日
坐
朝
す
」
と
あ
り
、
毎
日
聴
政
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
次
に
同
書
巻
二
回
、
受
朝
賀
に
、

貞
観
十
三
年
(
六
一
二
九
)
十
月
三
日
。
向
童
日
左
僕
射
房
玄
齢
奏
す
、
天
下
太
平
に
し
て
、
高
幾
の
事
簡
な
り
。
一
一
一
日
に
一
た
び
臨
朝
せ
ん

」
と
を
請
ふ
と
。
詔
し
て
こ
れ
を
許
す
。

と
あ
り
、
貞
観
も
十
三
年
に
な
っ
て
三
日
に
一
度
と
し
た
と
あ
る
。
ま
た
、
臨
朝
し
な
い
日
も
太
宗
は
臣
僚
に
合
同
見
し
た
よ
う
で
、
『
冊
府
元

亀
』
巻
五
八
、
帝
王
部
、
勤
政
に
、

[
貞
観
]
十
七
年
(
六
四
二
)
二
月
己
亥
、
帝
、
親
し
く
囚
徒
を
慮
す
:
:
:
帝
、
天
下
太
平
な
る
を
以
て
、
風
化
に
闘
精
し
、
毎
日
一
、

品
以
上
を
召
見
し
、
御
前
に
食
を
賜
ふ
。

と
あ
り
、
毎
日
三
品
以
上
の
官
人
を
召
し
議
政
し
て
い
た
こ
と
を
惇
え
る
。
こ
れ
は
、
朝
合
の
命
日
見
と
い
う
よ
り
も
個
別
の
召
封
で
あ
ろ
う
。

『
資
治
通
鑑
」
巻
一
九
一
一
、
貞
観
元
年
(
六
二
七
)
正
月
の
僚
に
、

己
亥
、
制
す
。
今
よ
り
、
中
書
・
門
下
及
び
三
品
以
上
、
入
閣
し
て
事
を
議
す
に
、
皆
、
諌
官
に
命
じ
て
之
れ
に
随
は
し
め
、
失
あ
ら
ば

十

92 

一

11 寸11 



L 」

法
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁
一
い
h
跡
部
ハ
中
日
宍
)
出
・

3

E
待

ー「

親
ち
諌
め
よ
。

(
却
)

と
あ
っ
て
、
こ
こ
に
い
う
「
入
閤
」
は
後
年
の
内
殿
常
朝
儀
と
遣
い
禁
中
に
個
別
に
召
見
す
る
こ
と
を
い
い
、
朝
合
儀
躍
の
一
方
で
、
君
臣
の

融
通
無
碍
な
交
流
が
唐
代
前
半
期
で
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
毎
旦
の
召
見
を
贋
義
の
「
聴
政
」
と
す
る
な
ら
ば
、
三
日
に
一
度
の
朝
儀
出

座
と
共
に
、
禁
中
・
朝
儀
い
ず
れ
に
せ
よ
太
宗
は
毎
日
臣
僚
と
議
政
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

次
い
で
即
位
し
た
高
宗
で
あ
る
が
、
『
唐
合
同
要
』
巻
二
四
、
受
朝
賀
に
、

[
貞
観
]
二
十
三
年
(
六
四
九
)
九
月
十
一
日
に
至
り
、
太
尉
無
己
心
等
奏
し
、
覗
朝
の
坐
日
を
請
ふ
。
上
報
へ
て
日
く
、
股
幼
く
し
て
大

位
に
登
り
、

日
夕
孜
孜
た
り
。
猫
ほ
衆
務
を
擁
滞
せ
ん
と
恐
る
る
が
ご
と
し
。
今
よ
り
以
後
、
毎
日
常
坐
せ
ん
と
。

と
あ
っ
て
、
毎
日
の
朝
儀
出
座
を
表
明
し
た
。
し
か
し
高
宗
朝
の
朝
参
・
聴
政
に
闘
し
て
は
不
明
瞭
な
黙
が
多
い
。
同
書
同
巻
の
朔
望
朝
参
に
、

永
徽
元
年
(
六
五
O
)
十
月
五
日
、
京
官
文
武
五
品
、
蓄
に
依
っ
て
五
日
に
一
た
び
参
ぜ
よ
。

と
あ
り
、
毎
日
常
坐
を
表
明
し
た
翌
年
に
「
奮
に
依
っ
て
」
丈
武
五
品
以
上
の
官
人
に
五
日
一
朝
を
命
じ
て
い
る
。
こ
の
「
奮
」
が
い
つ
な
の

か
不
明
で
あ
る
。
ま
さ
か
陪
場
帝
の
制
と
は
考
え
に
く
い
。

次
に
『
珊
府
元
亀
」
巻
二
七
、
帝
王
部
、
孝
徳
に

永
徽
二
年
(
六
五
二
四
月
己
丑

[
お
]
、
将
に
忌
月
な
ら
ん
と
す
る
を
以
て
、
有
司
を
し
て
素
食
を
唯
一
め
、
太
常
、
教
を
停
め
し
め
、
五

月
に
終
る
。
三
年
喪
克
は
り
て
よ
り
、
朔
・
望
、
未
だ
正
殿
に
御
せ
ず
。
百
寮
上
表
し
て
請
乞
す
。
九
月
辛
卯

[
1
]
、
始
め
て
太
極
殿

に
御
す
。
此
れ
よ
り
五
日
ご
と
に
一
度
、
太
極
殿
に
て
組
事
す
。

と
あ
り
、
「
通
典
』
巻
七

O
、
瞳
典
三

O
、
沿
革
三

O
、
嘉
瞳
一
五
に
は
、

[
永
徽
]
二
年
八
月
二
十
九
日
に
至
り
て
下
詔
す
。
来
月
一
日
、
太
極
殿
に
て
受
朝
せ
ん
と
。
此
の
後
、
五
日
ご
と
に
一
度
、
太
極
殿
に

て
規
事
す
。
朔
・
望
の
朝
は
即
ち
恒
式
と
な
し
、
元
日
に
準
じ
て
、
中
書
令
を
し
て
諸
方
の
表
を
謹
ま
し
む
。
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と
あ
っ
て
、
高
宗
は
先
帝
の
喪
が
明
け
て
も
太
極
殿
の
朔
望
↓
嗣
朝
を
行
お
う
と
せ
ず
、
群
臣
に
請
わ
れ
て
、
水
徽
二
年
九
月
一
日
に
始
め
て
行
つ
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の
記
事
で
は
朔
望
朝
は
今
後
常
(
恒
)
式
と
し
た
と
あ
る
が
、
こ
の
時
創
始
さ
れ
た
制
で
あ
る
な
ら
そ
も
そ
も
群
臣
が

(
札
)

開
催
を
要
求
す
る
は
ず
が
な
く
、
朔
望
に
太
極
殿
に
朝
す
る
こ
と
白
瞳
は
太
宗
朝
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
に
相
遣
な
い
。
む
し
ろ
元
日
に
準

た
と
い
う
。
『
通
典
」

じ
て
諸
方
の
上
表
を
讃
ま
せ
る
と
い
う
行
事
の
方
に
力
貼
が
置
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『
通
典
」

の
記
載
は
、
高
宗
が
中
断
し
て

い
た
朔
望
太
極
殿
覗
朝
を
恒
常
的
に
賓
施
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い
て
お
り
、
五
日
一
度
ま
で
「
常
式
」
と
し
た
の
か
微
妙
で
あ
る
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
太
極
殿
の
朔
望
朝
は
常
制
よ
り
荘
重
な
セ
レ
モ
ニ
ー
と
位
置
附
け
ら
れ
て
い
た
。
次
に
五
日
に
一
度
の
太
極
殿
頑
事
で
あ
る
が
、
こ

れ
が
所
謂
「
常
朝
」
な
ら
ば
、
前
掲
の
、
水
徽
元
年
十
月
の
「
五
品
以
上
五
日
に
一
度
朝
参
」
の
記
事
と
呼
麿
し
、
欧
陽
惰
の
「
太
極
殿
↓
官
一
政

殿
H

正
街
」
常
朝
説
に
近
い
が
、
あ
く
ま
で
五
日
に
一
度
で
あ
り
毎
日
で
は
な
い
。
そ
れ
に
同
制
は
、
水
徽
二
年
九
月
以
後
の
制
で
あ
る
。
そ
れ

以
前
の
略
一
年
間
、
百
官
は
ど
こ
に
朝
参
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
太
極
殿
に
常
日
覗
朝
し
つ
つ
、
朔
望
の
大
朝
の
み
先
帝
に
封
す
る
孝
心

か
ら
遠
慮
し
て
い
た
、
と
の
解
稗
も
で
き
よ
う
が
、
前
掲
雨
史
料
は
太
極
殿
に
出
御
す
る
こ
と
白
樫
を
重
大
覗
し
て
お
り
、
前
章
で
述
べ
た
高

組
太
極
宮
退
去
に
件
、
つ
太
宗
の
太
極
殿
出
座
の
事
例
が
想
起
さ
れ
る
。
さ
ら
に
前
述
の
如
く
太
宗
朝
後
半
か
ら
雨
儀
殿
朝
儀
が
確
認
で
き
、
雨

儀
殿
が
常
朝
の
場
と
す
る
方
が
よ
り
説
得
的
で
あ
る
。
ま
た
永
徽
二
年
九
月
以
後
も
、
常
朝
の
場
が
太
極
殿
に
限
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

前
掲
表
2
、
日
の
永
徽
三
年
二
月
の
事
例
に
あ
る
よ
う
に
、
相
愛
わ
ら
ず
雨
儀
殿
が
聴
政
の
場
で
あ
り
「
正
殿
」
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
問
題
な
の
は
、
高
宗
即
位
初
の
貞
観
二
十
三
年
九
月
の
「
毎
日
常
坐
」
表
明
と
、
そ
の
後
の
「
五
日
に
一
度
」
の
「
朝
参
・
組
事
」

と
を
如
何
に
解
轄
す
る
か
で
あ
る
。
『
資
治
通
鑑
』
巻
二

0
0
、
額
慶
二
年
(
六
五
七
)
の
僚
に
、

夏
五
月
丙
申
[
9
]
、
上
、
明
徳
宮
に
幸
し
避
暑
す
。
上
即
位
し
て
よ
り
、
毎
日
覗
事
す
。
庚
子
[
日
]
、
宰
相
奏
す
、
天
下
虞
れ
な
し
、

隔
日
嗣
事
せ
ん
こ
と
を
請
ふ
と
。
こ
れ
を
許
す
。

と
あ
り
、
即
位
以
来
八
年
た
ら
ず
の
問
、
高
宗
は
毎
日
聴
政
し
て
い
た
こ
と
を
停
え
、
こ
の
年
に
な
っ
て
始
め
て
二
日
に
一
度
に
し
た
と
い
う

の
で
あ
る
。
「
五
日
一
度
(
太
極
殿
)
↓
組
事
」
と
「
毎
日
覗
事
」
は
明
ら
か
に
矛
盾
す
る
。
雨
立
さ
せ
る
矯
に
は
五
日
に
一
度
は
太
極
殿
の
み

で
、
そ
の
他
の
日
は
別
の
殿
宇
(
雨
儀
殿
時
一
で
聴
政
し
て
い
た
と
考
え
る
他
あ
る
ま
い
o

こ
こ
で
二
つ
の
解
緯
が
で
き
よ
う
。

十

11 

94 

寸11 



L 」

法
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁
一
い
h
跡
部
ハ
中
日
宍
)
出
・

3

E
待

ー「

一
つ
は
、
高
宗
が
内
殿
で
毎
日
一
部
の
臣
僚
と
議
政
し
て
い
た
一
方
で
、
百
官
の
朝
参
は
五
日
に
一
度
太
極
殿
で
行
わ
れ
て
い
た
、
と
い
う

見
解
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
皇
帝
が
勤
政
に
闘
む
一
方
、
百
官
の
朝
参
は
五
日
に
一
度
と
な
り
、
皇
帝
の
勢
苦
と
百
官
の
安
逸
が
際
だ
つ
。
後

年
の
「
毎
日
(
立
班
・
宣
不
坐
)
常
朝
」
(
本
稿
第
一
章
参
照
)
に
象
徴
さ
れ
る
君
臣
闘
係
か
ら
す
る
と
不
自
然
で
は
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、
百
官
は
毎
日
内
殿
(
雨
儀
殿
)
に
朝
参
し
て
い
た
が
、

五
日
に
一
度
、
前
殿
太
極
殿
に
朝
参
し
、

さ
ら
に
朔
望
は
太
極
殿
で

元
日
に
準
じ
た
格
上
の
セ
レ
モ
ニ
ー
を
行
い

一
月
内
に
行
わ
れ
る
朝
舎
の
儀
の
差
等
を
増
や
し
た
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

後
に
改
め
て
考
察
し
た
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
高
宗
朝
初
期
は
、
皇
帝
は
毎
日
聴
政
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
額
慶
一
一
年
(
六
五
七
)
以
降
隔
日
頑
事
と

な
っ
た
。
こ
れ
は
臣
僚
が
皇
帝
に
曾
え
る
日
と
合
え
な
い
日
が
分
化
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
の
太
宗
の
三
日
に
一
た
び
「
臨
朝
」
は
、

(
叫
)

皇
帝
の
朝
合
へ
の
出
座
を
減
ら
す
の
み
で
、
他
の
時
間
帯
に
随
時
百
官
と
議
政
し
た
の
に
封
し
、
隔
日
「
頑
事
」
は
議
政
そ
の
も
の
を
二
日
に

一
度
に
し
た
貼
で
具
な
る
。
『
唐
曾
要
』
巻
二
六
、
待
制
官
に
、

額
慶
四
年
(
六
五
九
)
二
月
二
十
八
日
、
諸
色
目
の
翠
人
を
引
き
謁
見
す
。
下
詔
し
て
之
れ
に
策
問
す
る
こ
と
凡
そ
九
百
人
。
李
出
果
・
張

九
齢
・
秦
相
如
・
在
行
功
・
郭
待
封
五
人
を
上
第
と
な
す
。
宏
文
館
に
待
詔
せ
し
む
。
坐
日
ご
と
に
、
五
人
を
し
て
杖
に
随
ひ
供
奉
せ
し

む

と
あ
っ
て
、
李
菓
ら
弘
文
館
待
詔
は
、
皇
帝
出
座
の
日
(
坐
日
)
に
謁
見
で
き
る
特
権
を
奥
え
ら
れ
た
。
「
坐
日
」
な
る
語
棄
の
出
現
は
、
白
玉

帝
が
毎
日
聴
政
し
な
く
な
っ
た
故
で
あ
る
。
こ
こ
で
彼
ら
の
謁
見
形
態
で
あ
る
が
、
「
伎
に
随
ひ
供
奉
」
す
る
、

つ
ま
り
儀
杖
兵
・
百
官
に
随

行
す
る
朝
合
儀
櫨
そ
の
も
の
で
あ
り
、
所
謂
「
隔
日
嗣
事
」
は
朝
合
儀
瞳
の
暴
行
に
件
、
つ
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

積
く
武
后
時
代
の
朝
参
・
聴
政
の
頻
度
に
つ
い
て

『
唐
大
詔
令
集
』
巻
二
二
「
改
元
光
宅
詔
」
に
、

其
の
在
京
の
諸
司
丈
官
職
事
五
品
己
上
の
清
官
、
井
び
に
六
品
・
七
品
の
清
官
、
並
び
に
毎
日
入
朝
の
時
、
常
に
袴
摺
を
服
せ
。
諸
州
牒

297 

の
長
官
、
公
街
に
在
る
も
亦
た
此
れ
に
准
ぜ
よ
。
白
絵
の
官
、
朔
望
朝
参
す
る
に
、
奮
に
依
れ
。
其
の
色
、
皆
本
品
に
依
れ
。
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(
羽
)

と
あ
り
、
朝
参
は
基
本
的
に
丈
官
五
品
以
上
が
毎
日
入
朝
、
そ
の
他
の
官
が
朔
望
朝
参
で
、

五
日
に
一
朝
は
見
え
な
い
。
次
に
聴
政
の
頻
度
で

あ
る
が
、
中
宗
復
昨
後
に
次
の
よ
う
な
史
料
が
み
え
る
。
『
唐
舎
要
』
巻
二
四
、
受
朝
賀
に
、

其
年
[
一
脚
龍
元
年
(
七
O
五
)
]

四
月
二
十
七
日
、
上
、
時
に
炎
暑
に
属
す
る
を
以
て
、
制
し
て
隔
日
ご
と
に
不
坐
せ
し
む
。
右
拾
遺
斬
恒
、

上
疏
し
て
諌
め
て
日
く
:
:
:
況
ん
や
陛
下
大
位
に
紹
登
し
、
初
め
て
中
興
を
啓
く
。
六
合
の
内
、
延
首
し
て
傾
聴
せ
ざ
る
な

Li---奈
何

ぞ
そ
の
微
な
る
熱
を
以
て
、
遂
に
一
日
高
幾
の
事
を
閥
く
。
六
合
の
内
、
家
ご
と
に
戸
に
到
ら
ぱ
説
か
ん
。
必
ず
謂
へ
ら
く
、
陛
下
其
の

宮
室
に
安
ん
じ
、
其
の
長
聞
を
重
ん
じ
、
禁
庶
を
忽
せ
に
し
、
聴
政
を
怠
た
る
と
:
:
:

と
あ
り
、
『
珊
府
元
亀
』
巻
五
四
四
、
諌
語
部
、
直
諌
一

一
に
は
、
新
の
上
疏
に
釘
し
て
、
「
帝
、
納
れ
ず
」
と
い
う
結
果
に
終
わ
っ
た
こ
と
を

惇
え
る
。
一
珊
龍
元
年
正
月
に
即
位
し
、
三
ヶ
月
後
に
「
隔
日
不
坐
」
の
命
を
出
し
た
中
宗
に
封
し
て
、
斬
恒
は
大
唐
中
興
の
初
め
に
民
庶
の
期

待
を
裏
切
る
も
の
だ
と
激
し
く
非
難
し
て
い
る
。
「
隔
日
組
事
」
白
樫
、
高
宗
の
先
例
が
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
こ
ま
で
抗
議
を
招
い
た
の

は
、
武
后
時
代
か
ら
毎
日
坐
朝
が
通
例
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
よ
う
。

つ
ま
り
武
后
朝
は
、
額
面
通
り
賓
行
さ
れ
た
か
不
明
だ
が
、
毎

日
朝
参
・
聴
政
の
建
前
が
定
着
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

次
の
容
宗
朝
で
あ
る
が
、
『
唐
合
目
要
」
巻
六
五
、
光
椋
寺
に
、

景
雲
二
年
(
七
一

一
)
正
月
、
救
す
。
左
右
府
・
南
街
の
廊
中
の
食
、
毎
日
、
常
参
官
職
事
五
品
以
上
、
及
び
員
外
郎
、

一
百
盤
、
羊
三

口
を
供
す
。
除
は
中
書
・
門
下
・
供
奉
官
、
及
び
監
察
御
史
・
太
常
博
士
に
賜
へ
。
百
官
、
毎
日
の
常
供
の
具
、
三
羊
な
り
。
六
参
の

日
・
節
目
は
羊
一
口
を
加
へ
よ
:
:
:
若
し
内
坐
に
御
し
首
に
参
ず
べ
き
の
日
な
ら
ば
、
即
ち
外
廊
に
て
食
を
設
け
、
井
ぴ
に
門
下
・
中
書

に
給
せ
よ
。
徐
り
あ
ら
ば
、
供
奉
官
六
品
己
下
、
及
び
在
杖
三
衡
の
主
兵
帥
・
漏
生
・
漏
刻
直
官
等
の
食
に
賜
へ
。
坦
折
す
る
を
須
ゐ
ず
。

東
宮
街
前
の
食
、
並
び
に
こ
れ
に
准
ぜ
よ
。
の
っ
て
坐
日
ご
と
に
、
職
事
五
品
巳
上
に
食
を
賜
ひ
十
盤
を
供
せ
よ
。
六
参
の
日
、
四
日
に

五
盤
を
供
せ
よ
。
絵
あ
ら
ば
左
右
春
坊
・
供
奉
官
・
信
事
直
に
賜
へ
。
若
し
坐
日
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
三
盤
を
設
け
よ
:
:
:

と
、
百
官
の
朝
参
の
際
の
食
事
の
規
定
を
述
べ
て
い
る
。
筒
車
に
園
一
不
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
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-
①
毎
日

1
7常
参
官
職
事
五
品
以
上
・
員
外
郎
↓
百
盤
・
羊
三
口
。

「
絵
↓
中
書
門
下
・
供
奉
官
・
監
察
御
史
・
太
常
博
士
に
賜
う
。

T
③
六
容
一
日
・
節
目
↓
羊
一
口
を
加
え
る
。

「
③
内
坐
に
御
し
首
に
参
ず
べ
き
の
日
:
:
:
外
廊
に
て
設
食
。

-
井
ぴ
に
門
下
・
中
書
に
給
す
。

「
徐
↓
供
奉
官
六
品
己
下
、
及
び
在
杖
の
三
衛
主
兵
帥
・
漏
生
・
漏
刻
直
官
等
に
賜
う
。

東
宮
街
前
食

-
③
坐
日
・
・
・
職
事
五
品
以
上
↓
十
盤
を
供
す
。

T
②
六
参
日
↓
四
日
に
五
盤
を
供
す
。

飴
↓
左
右
春
坊
・
供
奉
官
・
信
事
直
に
供
す
。

「
④
非
坐
日
↓
一
一
一
盤
を
設
く
。

皇
帝
に
封
す
る
朝
参
の
場
合
、
①
・
②
・
③
段
階
に
分
か
れ
て
お
り
、
③
の
「
内
坐
」
の
日
を
東
宮
の
「
坐
日
」
に
あ
た
る
と
仮
定
す
る
と
、

①
「
毎
日
」
は
東
宮
の
④
「
非
坐
日
」
に
相
官
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
③
坐
日
↓
②
六
参
日
↓
①
毎
日
の
序
列
が
想
定
で
き

る
。
こ
こ
で
賓
際
に
皇
帝
の
出
座
を
想
定
し
た
の
は
③
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
「
在
位
の
三
衛
」
以
下
に
も
特
に
食
事
を
振
る
舞
う
の
で
あ
る
。

従
っ
て
①
「
毎
日
」
は
、
皇
帝
が
出
座
せ
ず
と
も
百
官
は
朝
参
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
筆
者
が
第
一
章
で
述
べ
た
唐
代
後
宇
期
の

「
常
参
」
の
構
造
が
す
で
に
こ
の
時
期
明
瞭
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
③
の
皇
帝
出
座
を
「
内
坐
」
と
い
う
の
で
、
そ
の
場
は
内
殿
雨
儀
殿
(
紫

寝
殿
)
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
②
の
「
六
参
日
」
が
問
題
と
な
る
。

官
は
毎
日
朝
参
と
「
五
日
一
度
」
朝
参
を
同
時
に
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
五
日
一
度
は
節
目
と
同
じ
く
食
材
が
増
え
て
い
る
の
で
あ

一
月
に
六
回
朝
参
す
れ
ば
平
均
し
て
五
日
に
一
度
と
な
る
。
す
な
わ
ち
百
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こ
こ
で
、
聞
元
七
(
七
一
九
)
・
二
十
五
年
(
七
三
七
)
令
を
想
定
し
て
い
る

『
唐
令
拾
遺
補
』
儀
制
令
五
に
従
っ
て
、
朝
参
の
制
を
み
る
と

次
の
よ
う
に
な
る
。

I 

諸
そ
在
京
の
文
武
官
、
職
事
九
品
以
上
、
朔
望
の
日
朝
す
。

E 

其
の
丈
官
五
品
以
上
、
及
ぴ
供
奉
官
・
員
外
郎
・
監
察
御
史
・
太
常
博
士
、
毎
日
参
ず
。

武
官
五
品
以
上
、
の
っ
て
毎
月
五
日
・
十
一
日
・
二
十
一
日
・
二
十
五
日
参
ず
。

E
 

W 

三
品
以
上
、
九
日
・
十
九
日
・
二
十
九
日
ま
た
参
ず
。

首
上
の
日
、
此
の
例
に
在
ら
ず
。

E
丈
官
五
品
以
上
・
供
奉
官
・
員
外
郎
・
監
察
御
史
・
太
常
博
士
:
・
毎
日

町
武
官
三
品
以
上
:
:
:
朔
・
望
+
五
日
・
十
一
日
・
三
十
一
日
・
二
十
五
日
+
九
日
・
十
九
日
・
二
十
九
日

↓
月
九
日
l
九
参
官

田
武
官
五
品
以
上
:
:
:
朔
・
望
+
五
日
・
十
一
日
・
三
十
一
日
・
二
十
五
日

(

必

)

(

幻

)

↓
月
六
日
H

六
参
官
↓
平
均
し
て
「
五
日
一
度
」

-
在
京
文
武
職
事
九
品
以
上
:
・
朔
・
望
↓
月
一
一
日

す
な
わ
ち
、
巌
密
に
毎
日
常
参
し
て
い
た
の
は
「
丈
官
」
五
品
以
上
が
基
本
で
、
名
賓
共
に
「
丈
武
」
五
品
以
上
の
百
官
参
上
は
五
日
に
一
度

で
あ
り
、
朔
望
以
外
で
最
も
参
加
者
が
増
え
る
日
で
あ
る
。
こ
の
貼
で
六
参
l
五
日
一
度
は
、
能
日
と
は
匿
別
さ
れ
よ
う
。

こ
こ
で
高
宗
初
年
を
想
起
し
よ
う
。
彼
が
毎
日
「
常
坐
」
し
「
嗣
事
」
し
て
い
た
一
方
で
、
「
丈
武
五
品
」
に
五
日
一
度
朝
参
を
命
じ
、
同

じ
く
五
日
一
度
太
極
殿
で
覗
事
し
て
い
た
の
は
、
こ
の
朝
参
制
度
を
適
用
す
る
と
矛
盾
し
な
く
な
る
。
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1 1 1 

朔五千手
望日 日

度:
在 j 丈
京:官
官丈五
九武品
品 官以
以五上
上品↓
↓以雨
太上 儀
極↓ 殿
殿太

極
殿

す
な
わ
ち
、
筆
者
が
前
述
し
た
一
一
つ
の
仮
説
の
う
ち
後
者
が
安
吉
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

延
和
元
年
(
七
二
一
)
、
容
宗
は
玄
宗
に
帝
位
を
譲
っ
て
太
上
皇
と
な
っ
た
が
賓
権
は
握
っ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
前
掲
表
1
、
担
の
事
例
、

『
奮
唐
童
日
』
巻
七
、
容
宗
本
紀
に
、

八
月
庚
子

[
3
]
、
帝
、
位
を
皇
太
子
に
惇
へ
、
白
ら
太
上
皇
帝
と
稀
す
。
五
日
に
一
度
太
極
殿
に
受
朝
し
、
自
ら
朕
と
稀
し
、
三
品
己

上
の
除
授
及
び
大
刑
獄
、
並
ぴ
に
自
ら
之
れ
を
決
す
。
そ
の
事
を
庭
分
す
る
に
詰
・
令
と
稽
す
。
皇
帝
、
毎
日
武
徳
殿
に
受
朝
し
、
自
ら

稀
し
て
予
と
日
ふ
。
三
品
巳
下
の
除
授
及
び
徒
罪
並
び
に
之
れ
を
決
せ
し
む
。
そ
の
事
を
庭
分
す
る
に
制
・
救
と
稽
す
。

と
あ
り
、
太
上
皇
は
五
日
一
度
太
極
殿
で
、
皇
帝
は
毎
日
武
徳
殿
で
各
々
聴
政
し
た
の
で
あ
る
。
武
梧
殿
は
太
極
宮
の
脇
殿
だ
が
、
禁
中
の
内

(
紛
)

殿
で
あ
る
酷
で
雨
儀
殿
・
紫
寝
殿
に
相
首
す
る
。
前
記
の
朝
参
制
度
を
親
子
で
分
権
し
た
の
で
あ
る
。

(
羽
)

玄
宗
が
責
権
を
掌
握
し
「
開
元
の
治
」
が
始
ま
る
と
、
開
元
四
年
(
七
一
六
)
正
月
に
再
び
毎
日
聴
政
が
表
明
さ
れ
た
。

救
す
:
:
:
朕
、
薄
徳
と
難
も
、
敢
へ
て
遼
寧
せ
ず
。
今
よ
り
以
後
、
毎
日
聴
政
し
、
道
理
を
弘
め
ん
こ
と
を
思
ひ
、
庶
績
を
康
ん
ぜ
し
め

ん

と
あ
る
。
こ
の
後
、
玄
宗
は
天
賓
年
聞
に
到
る
と
太
平
を
謡
歌
し
、
百
官
の
仮
日
の
入
朝
を
止
め
さ
せ
た
り
、
宴
楽
の
矯
の
分
日
入
朝
を
決
め

(
日
)

た
り
し
て
い
る
が
、
そ
の
統
治
初
年
は
毎
日
聴
政
だ
っ
た
こ
と
は
、
陪
丈
帝
・
唐
太
宗
・
高
宗
・
武
后
・
中
宗
ら
歴
代
の
皇
帝
と
か
わ
る
と
こ

ろ
は
な
い
。

総
括
す
る
と
陪
・
唐
代
前
中
十
期
は
毎
日
聴
政
が
望
ま
し
い
形
態
で
あ
り
、
む
し
ろ
原
別
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
聴
政
を
減
ら
し
た
の
は
各
皇

301 

帝
の
個
人
的
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
原
則
を
巌
格
に
闘
行
す
れ
ば
、
「
朝
参
」
と
「
悪
政
」
が
一
致
す
る
「
常
朝
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
史
書
に
散
見
す
る
「
五
日
一
度
」
悪
政
・
朝
参
は
、
そ
の
「
常
朝
」
に
包
含
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
高
宗
や
上
皇
容
宗
が
出
座
し
た
五
日

に
一
度
の
太
極
殿
は
、

そ
の
意
味
で
は
朔
望
の
場
で
あ
る
と
同
時
に
確
か
に
本
稿
冒
頭
の
秦
意
田
の
い
う
「
常
朝
」
の
場
で
も
あ
っ
た
。
し
か

し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
五
日
に
一
度
で
あ
り
、
奉
行
頻
度
か
ら
い
え
ば
内
殿
で
あ
る
爾
儀
殿
・
紫
辰
殿
の
比
重
が
高
い
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

従
っ
て
、
欧
陽
惰
の
唱
え
る
皇
帝
が
毎
日
前
殿
の
正
街
(
山
円
一
政
殿
・
太
極
殿
)
に
出
御
し
て
威
儀
を
示
す
と
い
う
説
は
唐
代
前
半
期
に
お
い
て
も

安
首
し
な
い
の
で
あ
る
。

お

わ

り

唐
代
の
朝
儀
制
度
の
議
論
で
多
く
根
擦
と
さ
れ
る
欧
陽
惰
説
は
、
北
宋
の
朝
儀
が
五
代
の
乱
制
を
継
承
し
た
不
合
理
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に

主
眼
が
お
か
れ
、
そ
の
矯
の
根
擦
が
唐
制
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
史
賓
と
し
て
は
最
密
な
考
謹
と
い
え
ず
誤
解
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の

う
ち
の
一
つ
が
、
前
殿
毎
日
皇
帝
出
座
読
で
あ
る
。
唐
代
後
宇
期
で
そ
れ
が
成
立
し
な
い
こ
と
は
前
稿
で
略
遮
し
た
。
唐
代
前
中
十
期
で
は
、
白
孟

帝
が
毎
日
聴
政
す
べ
き
と
い
う
の
が
君
臣
の
暗
歎
の
了
解
で
あ
り
、
諸
皇
帝
は
長
績
き
し
な
い
も
の
の
そ
れ
を
表
明
し
賓
行
も
し
た
。
ま
た
、

群
臣
も
毎
日
朝
参
し
た
の
で
、
皇
帝
が
融
行
す
れ
ば
毎
日
朝
参
・
聴
政
が
賓
現
し
た
。
そ
こ
で
肝
腎
の
出
御
の
場
で
あ
る
が
、
朔
望
大
朝
舎
を

別
と
し
て
前
殿
太
極
殿
が
恒
例
と
し
て
使
用
さ
れ
た
の
は
高
宗
・
太
上
皇
容
宗
の
記
録
し
か
見
え
ず
、
し
か
も
そ
れ
は
五
日
に
一
度
で
あ
り
、

欧
陽
氏
が
想
定
し
た
毎
日
で
は
な
い
。
従
っ
て
そ
の
他
の
日
は
内
殿
雨
儀
殿
が
使
用
さ
れ
た
と
推
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
さ
ら
に
、
前
掲
武
后

光
宅
元
年
詔
に
五
日
に
一
度
前
殿
出
座
は
み
え
ず
、
ま
た
、
開
元
二
十
六
年
(
七
三
八
)
に
成
立
し
た

「
大
唐
六
典
」
巻
七
、
工
部
郎
中
・
員

外
郎
の
候
が
説
く
太
極
殿
の
機
能
に
も
五
日
一
朝
は
言
及
さ
れ
ず
、
同
書
巻
四
、
植
部
郎
中
・
員
外
郎
の
僚
の
朝
参
の
制
で
も
五
日
一
朝
は
記

速
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
武
后
・
玄
宗
朝
で
「
丈
武
官
五
品
以
上
」
の
毎
月
六
参
は
、
「
文
官
五
品
以
上
」
の
毎
日
朝
参
に
埋
浸
し
て
い

た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
。
お
そ
ら
く
高
宗
・
容
宗
の
五
日
毎
の
太
極
殿
出
座
は
一
時
の
制
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
唐
朝
で
は
比
較
的

早
く
か
ら
三
朝
正
殿
の
段
階
的
序
列
|
|
官
品
が
低
い
ほ
ど
皇
帝
か
ら
の
時
間
・
空
間
的
匝
離
が
擦
大
す
る
ー
ー
が
意
識
的
に
形
成
さ
れ
、
(
貫
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行
さ
れ
て
い
た
と
推
定
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
筆
者
の
説
に
は
反
論
も
想
定
で
き
る
。
太
宗
朝
に
一
例
、
平
日
太
極
殿
に
出
座
し
た
記
銀
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
(
表
1
、
日
)

0

つ
ま
り
太
宗
は
太
極
殿
に
常
日
出
御
し
て
い
た
が
、
高
宗
が
即
位
す
る
と
出
御
頻
度
を
減
ら
し
て
五
日
に
一
度
太
極
殿
に
し
た
と
い
う
仮
説
で

あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
以
前
の
高
宗
即
位
首
初
、
平
日
太
極
殿
に
出
御
し
つ
つ
大
朝
で
あ
る
朔
望
は
同
殿
に
出
御
し
な
か
っ
た
と
い
う
想
定
も
で

き
る
。
し
か
し
、
太
宗
朝
後
期
に
雨
儀
殿
常
朝
が
賓
施
さ
れ
た
記
録
を
勘
案
す
る
と
、
儀
式
の
軽
重
や
雨
殿
の
序
列
か
ら
考
え
て
や
や
平
衡
を

(
臼
)

訣
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

提
起
に
留
め
て
後
日
の
再
考
に
期
し
た
い
。

筆
者
は
陪
代
か
ら
内
殿
常
朝
が
行
わ
れ
て
い
た
と
思
量
す
る
が
、
紙
幅
の
都
合
も
あ
り
、
洛
陽
宮
や
初
期
大
明
宮
の
使
用
例
も
含
め
、
問
題

303 

註(
1
)

こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
筆
者
の
主
な
論
考
は
以
下
の
逼
り
で
あ
る
。

A

「
唐
代
後
牛
期
に
お
け
る
延
英
殿
の
機
能
に
つ
い
て
」
(
『
『
止
命
館

文
皐
』
五
一
六
競
、
一
九
九

O
年)、

B

「
唐
代
後
半
期
の
待
制
・

次
封
官
再
論
」
(
『
立
命
館
文
皐
』
五
二
二
二
競
、
一
九
九
四
年
)
、

C

「
唐
代
後
竿
期
の
正
殿
廷
奏
に
つ
い
て
」
(
「
立
命
館
文
民
子
』
五
三
七

媛
、
一
九
九
四
年
)
、

D

「
唐
宣
宗
朝
の
聴
政
」
(
「
東
洋
皐
報
」
八

三
巻
三
抜
、
二

O
O
一年)、

E

「
唐
文
宗
皇
帝
の
聴
政
制
度
改
革

に
つ
い
て
」
(
『
古
代
文
化
』
五
四
巻
七
援
、
二

O
O
二
年
)
、

F

「
唐
代
常
朝
制
度
試
論
」
(
『
立
命
館
東
洋
史
息
子
』
二
六
巻
、
二

0
0

三
年
)
o

な
お
本
稿
執
筆
中
、
米
間
健
志
氏
「
前
漢
後
期
に
お
け
る

中
朝
と
皇
H
|
↓
皇
帝
の
日
常
政
務
と
の
関
連
か
ら
|
|
」
(
『
東
洋

史
研
究
』
六
回
二
、
二

0
0
五
年
)
を
符
た
。
氏
は
前
漢
の
皇
帝

の
私
的
空
間
l
禁
中
で
の
日
常
的
な
政
務
庭
理
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
、

筆
者
の
前
記
諸
論
考
の
問
題
意
識
と
共
通
す
る
。
ま
た
、
文
書
行
政

の
他
に
口
頭
で
の
奏
事
を
重
山
制
さ
れ
た
貼
に
つ
い
て
も
、
筆
者
は
前

記
拙
稿
D
で
唐
制
に
つ
い
て
提
言
し
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

(
2
)
「
績
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
三
二
、
太
宗
淳
化
二
年
(
九
九
一
)
十

二
月
丙
寅
朔
の
係
、
張
泊
の
疏
参
照
。
ち
な
み
に
張
氏
の
説
は
後
遺

の
欧
陽
情
説
と
異
な
り
、
次
章
で
述
べ
る
筆
者
の
説
に
近
い
。

(
3
)
前
掲
註

(
1
)
、
拙
稿
F
。

(
4
)

中
村
裕
一
氏
『
唐
代
制
救
研
究
』
(
汲
古
書
院
、
一
九
九
一
年
)

第
五
章
第
二
笥
(
嘗
該
節
初
出
一
九
八
五
年
)
参
照
。

(
5
)
士
円
回
数
氏
『
日
中
宮
城
の
比
較
研
究
』
(
吉
川
弘
文
館
、
二

0
0

二
年
)
第
一
部
第
一
二
章
及
び
拙
稿
F
参
照
。
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(
6
)

『
冊
府
元
亀
」
虫
色
一

O
七
、
帝
王
部
、
朝
合
同
一
、
代
京
大
暦
九
年

(
七
七
回
)
十
一
月
甲
成
の
僚
に
「
是
時
四
方
無
事
、
間
日
坐
朝
、

整
日
不
復
入
閣
」
と
明
瞭
に
説
か
れ
て
い
る
。

(
7
)

次
章
で
紹
介
す
る
欧
陽
惰
が
宮
城
中
軸
線
上
の
正
殿
紫
寝
殿
を
便

殿
と
規
定
す
る
の
は
問
題
が
あ
る
。
楊
鴻
年
氏
『
陪
唐
ハ
呂
廷
建
築

考
」
(
隙
西
人
民
山
版
一
祉
、
一
九
九
二
年
)
一
五
一
及
ぴ
二

O
六
頁
、

前
掲
拙
稿
F
参
照
。

(
8
)

待
制
(
次
封
)
官
と
は
、
宰
相
が
奏
事
し
た
後
そ
の
他
の
高
官

(
主
に
行
政
官
)
が
順
次
調
見
す
る
も
の
。
特
釘
官
は
、
待
制
官
に

含
ま
れ
な
い
中
書
・
門
下
雨
省
の
主
要
官
が
謁
見
す
る
も
の
。
請
釘

官
は
皇
帝
に
面
奏
を
願
い
出
た
も
の
。
中
謝
官
は
新
任
官
(
主
に
中

央
幹
部
官
人
と
刺
史
以
上
の
地
方
長
官
)
が
禁
中
で
任
官
の
挨
拶
を

す
る
も
の
。
前
掲
註
(
1
)
、
拙
稿
B
-
D
参
照
。

(
9
)

『
唐
人
智
要
』
巻
二
五
、
綴
朝
雑
録
、
開
成
四
年
(
八
三
九
)
正
月

の
保
参
照
。

(
日
)
本
文
引
用
の
救
が
出
さ
れ
た
の
は
十
二
月
十
七
日
で
あ
る
が
、
四

円
前
の
十
三
日
に
、
禅
譲
革
命
を
焦
る
朱
全
忠
が
唐
朝
と
の
折
衝
役

植
密
使
蒋
玄
障
ら
を
猪
疑
、
粛
清
し
た
事
件
が
あ
り
、
こ
れ
が
背
景

と
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
前
漢
の
官
帝
以
来
の
故
事
を
引
用

し
て
い
る
が
、
明
ら
か
に
唐
皇
帝
の
権
威
を
庇
め
る
改
定
で
あ
り
、

救
文
が
表
面
上
説
く
よ
う
な
朝
儀
を
振
興
し
た
改
制
と
は
い
え
な
い
。

漠
宣
帝
の
瓦
円
に
一
度
聴
朝
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註

(
1
)
、
米
田

氏
論
考
参
照
。

(
日
)
『
奮
唐
童
H

」
巻
二

O
下
、
天
満
三
年
(
九

O
六
)
十
二
月
己
升
の

係。

」

(
ロ
)
徐
末
芳
氏
の
「
唐
代
雨
京
的
政
治
、
経
済
和
文
化
生
活
」
(
『
考

古
』
一
九
八
二
六
)
は
、
唐
代
の
宮
城
の
構
造
・
機
能
に
つ
い
て

概
括
さ
れ
た
先
駆
的
業
績
で
あ
る
が
、
川
吊
朝
・
入
閣
に
つ
い
て
は
車

に
欧
陽
惰
説
の
紹
介
に
止
ま
る
。
欧
陽
氏
の
説
は
、
『
石
林
燕
語
』

巻
二
や
『
雲
麓
漫
抄
』
省
一
二
(
後
殿
を
閤
と
稽
す
る
説
を
批
判
す
る

等
、
一
部
修
正
し
た
部
分
が
あ
る
)
等
宋
人
の
著
作
に
継
承
さ
れ
、

徐
松
『
唐
雨
京
城
坊
考
』
の
大
明
宮
の
解
説
に
ま
で
受
け
継
が
れ
て

い
る
。
佐
藤
武
敏
氏
「
唐
長
安
の
宮
城
に
つ
い
て
」
(
「
江
上
波
夫
教

授
古
稀
記
念
論
集
考
古
・
美
術
篇
』
山
川
出
版
抗
、
一
九
七
六

年
)
は
徐
松
説
に
基
づ
く
。
そ
の
他
中
園
人
研
究
者
等
の
近
年
の
所

説
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
(
5
)
吉
田
歓
氏
著
書
に
詳
し
い
。
氏
は

「
宋
代
の
説
が
大
局
的
に
は
正
し
か
っ
た
」
と
さ
れ
る
が
、
主
に
欧

陽
説
を
指
す
と
思
わ
れ
る
(
前
掲
註

(
2
)
の
張
泊
説
に
は
言
及
さ

れ
て
い
な
い
)
o

拙
稿
F
は
吉
田
氏
説
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
。

近
年
の
金
路
氏
「
唐
前
期
延
o
d
q
判
朝
合
国
儀
櫨
司
ユ
威
儀
」
(
『
東
洋
史

皐
研
究
』
八
七
、
二

O
O
四
年
)
も
、
常
朝
と
入
閣
に
闘
し
て
、

『
石
林
燕
五
己
・
「
雲
麓
浸
抄
』
等
に
依
嫁
し
て
い
る
。

(
日
)
平
田
茂
樹
氏
「
宋
代
の
宮
廷
政
治
|
|
「
家
」
の
構
造
を
手
掛
か

り
と
し
て
」
(
笠
谷
和
比
古
氏
編
『
公
'
家
と
武
家
E

「
家
」
の
比

較
丈
化
史
的
考
察
』
思
文
閤
出
版
、
一
九
九
九
年
)

(
M
)

黄
永
年
氏
『
唐
史
史
料
皐
』
(
上
海
書
庖
出
版
壮
、
二

O
O
二
年
)

に
よ
る
と
、
『
新
瓦
代
史
』
は
仁
宗
旦
茄
五
年
(
一

O
-立
一
二
)
頃
完

成
し
、
欧
陽
氏
の
死
後
一
珊
宗
阻
…
挙
五
年
(
一

O
七
二
)
八
月
に
朝
廷

に
献
上
し
た
と
さ
れ
る
。

(
日
)
「
冊
府
元
亀
』
巻
五
一
七
、
憲
官
部
、
振
奉
二
、
後
唐
天
成
一
花
年
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(
九
二
六
)
七
月
の
僚
に
「
毎
月
文
明
殿
入
閣
、
及
百
官
五
日
一
赴

中
興
殿
等
事
」
と
あ
る
。

(
日
)
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
六
二
、
天
復
元
年
(
九

O
一
)
十
月
発
卯

[
お
]
の
僚
に
、
平
日
入
閣
の
記
録
が
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
日
の

入
閣
は
護
軍
中
尉
韓
全
議
の
強
要
に
よ
る
可
能
性
が
あ
る
。

(η)
現
に
明
宗
に
先
立
つ
荘
宗
同
光
年
間
で
も
朔
目
前
殿
山
帆
朝
の
形
で

「
入
閤
」
の
儀
は
行
わ
れ
て
い
た
。
『
明
府
元
亀
』
巻
一

O
八
、
帝

王
部
、
朝
舎
三
参
照
。

(
国
)
『
唐
合
同
要
』
巻
二
四
、
朔
望
朝
参
に
「
開
一
川
中
、
粛
嵩
奏
。
毎
月

朔
・
望
、
皇
帝
受
朝
於
宣
政
殿
」
と
あ
る
。

(
印
)
『
欧
陽
文
忠
公
文
集
』
巻
六
九
、
居
上
外
集
巻
一
九
、
「
問
劉
原

甫
侍
讃
入
閤
儀
帖
」
は
、
欧
陽
氏
が
劉
散
に
唐
の
朝
儀
制
度
の
疑
黙

を
質
し
た
も
の
だ
が
無
理
解
に
漏
ち
た
も
の
で
、
到
底
彼
が
唐
制
に

釘
す
る
正
確
な
知
識
を
有
し
て
い
た
と
は
思
え
な
い
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
い
ず
れ
別
稿
で
論
じ
た
い
。

(
却
)
大
明
宮
が
建
設
さ
れ
同
宮
で
聴
政
が
始
ま
っ
た
の
は
、
高
宗
の
龍

朔
三
年
(
六
六
三
)
で
あ
る
が
、
太
極
宮
は
、
そ
の
後
中
宗
朝
か
ら

玄
宗
の
開
元
初
年
ま
で
皇
帝
が
居
住
し
使
用
例
が
見
ら
れ
る
。
士
口
瀬

奈
津
子
氏
「
儀
式
に
お
け
る
唐
曜
の
鱗
受
」
(
同
氏
『
日
本
古
代
王

権
と
儀
式
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
、
初
山
一
九
九
二
年
)
参

昭、

(
乱
)
後
述
の
如
く
、
陪
・
唐
聞
に
名
稀
愛
更
以
上
の
断
絶
は
認
め
ら
れ

な
い
。
ま
た
、
雨
儀
殿
が
陪
の
中
華
殿
か
ら
「
雨
儀
」
と
改
名
さ
れ

る
の
は
、
太
宗
貞
観
五
年
(
六
三
一
)
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る

(
『
大
唐
六
典
』
巻
七
、
工
部
郎
中
、
員
外
郎
の
係
。
『
玉
海
』
春
一

305 

」

五
九
、
宮
室
、
殿
上
、
唐
雨
儀
殿
に
は
「
雨
京
記
」
も
同
じ
記
載
だ

と
す
る
)
o

し
か
し
表
2
の
日
に
高
宗
朝
で
も
「
中
華
殿
」
の
名
稽

が
見
え
る
。
『
玉
海
』
巻
一
五
九
、
宮
室
、
殿
上
、
唐
中
華
殿
の
僚

は
、
こ
の
場
を
雨
儀
殿
と
見
な
し
て
い
る
。
陪
文
帝
の
爵
競
に
ち
な

ん
だ
「
大
興
」
殿
と
い
う
名
稀
は
、
唐
建
図
と
と
も
に
忌
避
さ
れ
た

の
に
封
し
て
、
「
中
華
」
と
い
う
普
遍
的
な
名
稽
は
早
急
に
改
め
る

必
要
も
な
か
っ
た
ら
し
い
。

(
包
)
余
子
修
一
氏
「
印
位
儀
櫨
か
ら
見
た
皇
帝
権
力
」
(
『
唐
代
史
研

究
』
八
、
二

O
O
五
年
)
参
照
。

(
お
)
戸
崎
哲
彦
氏
「
唐
代
皇
帝
受
冊
等
競
儀
の
復
元
上
・
下
」
(
『
彦
根

論
叢
』
二
七
二
、
二
七
三
・
二
七
回
、
一
九
九
一
年
)
参
照
。

(
弘
)
宴
舎
の
場
に
つ
い
て
の
近
年
の
研
究
に
、
石
見
清
裕
氏
『
唐
の
北

方
問
題
と
園
際
秩
序
』
(
汲
古
書
院
、
一
九
九
八
年
)
第
皿
部
第
六

章
(
初
出
一
九
九
五
年
)
、
穴
津
彰
子
氏
「
唐
代
皇
帝
生
誕
節
の
場

に
つ
い
て
の
一
考
察
」
(
『
都
巾
文
化
研
究
』
一
二
、
二

O
O
四
年
)
、

江
川
式
部
氏
「
唐
代
に
お
け
る
賜
捕
と
賜
宴
」
(
『
唐
代
史
研
究
」
八
、

二
O
O
五
年
)
等
が
あ
る
。
特
に
江
川
氏
論
考
は
、
唐
代
前
竿
期
に

賜
安
の
場
が
不
特
定
多
数
で
あ
っ
た
の
が
、
後
竿
期
に
は
麟
徳
殿
等

の
数
カ
所
に
限
定
さ
れ
、
節
目
を
契
機
と
し
た
定
例
の
宴
舎
へ
と
時

間
的
に
も
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(
お
)
「
大
唐
開
一
克
雄
』
巻
一

O
九
、
嘉
雄
、
朔
口
受
朝
の
係
。
一
冗
日
朝

舎
に
つ
い
て
は
、
渡
逢
信
一
郎
氏
『
天
空
の
玉
座
』
(
柏
書
房
、
一

九
九
六
年
)
参
照
。

(
お
)
「
唐
合
要
」
巻
二
六
、
讃
時
令
の
保
及
び
金
子
修
一
氏
『
古
代
中

凶
と
皇
帝
祭
紀
』
(
汲
古
選
書
、
二

0
0
一
年
)
第
二
一
部
第
八
章
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(
初
出
一
九
八
六
年
)
参
照
。

(
幻
)
『
唐
合
要
』
巻
一
、
帝
競
上
。
慰
徳
殿
は
嘉
徳
殿
の
別
名
で
東
宮

の
正
殿
で
あ
り
(
『
唐
雨
京
城
坊
考
』
巻
一
)
、
博
喜
…
年
氏
主
編
『
中

園
古
代
建
築
史
2
』
(
中
園
建
築
工
業
出
版
祉
、
二

0
0
一
年
)
に

よ
る
と
、
太
極
宮
の
太
極
殿
に
相
賞
す
る
と
さ
れ
る
。

(
お
)
『
資
治
通
鑑
」
巻
一
九
六
に
よ
る
と
、
黛
仁
弘
は
高
租
入
開
時
に

踊
順
し
た
武
将
で
、
太
宗
が
珠
て
そ
の
材
略
を
評
慣
し
て
い
た
人
物

だ
と
い
う
。

(
却
)
拙
稿
F
。

(ω)
『
奮
唐
童
H

」
巻
三
、
太
宗
紀
下
で
は
、
庚
辰
一
日
と
し
て
い
る
が
、

『
新
唐
書
』
巻
二
、
太
宗
紀
で
は
、
乙
西
と
し
て
お
り
、
『
資
治
通

鑑
」
巻
一
九
七
で
は
、
太
子
承
乾
の
謀
反
が
告
愛
さ
れ
た
の
が
庚
辰

一
目
、
廃
嫡
を
乙
酉
六
日
と
し
て
お
り
、
承
乾
が
廃
さ
れ
た
の
は
お

そ
ら
く
六
日
で
あ
ろ
う
。

(
幻
)
新
奮
「
唐
主
日
』
太
宗
紀
・
『
志
賀
治
通
鑑
』
巻
一
九
七
と
も
に
丙
戊

七
日
で
あ
る
。

(
犯
)
『
唐
大
詔
令
集
』
巻
二
八
、
皇
太
子
、
珊
文
の
「
朋
音
五
局
皇
太

子
文
」
で
は
、
「
維
貞
観
十
七
年
歳
次
甲
反
四
月
某
朔
日
」
と
あ
る

が
、
皿
川
命
嘗
日
の

H
附
が
扶
落
し
た
も
の
か
。

(
お
)
『
資
治
通
鑑
」
巻
一
九
七
、
四
月
丙
戊
の
候
に
は
、
承
天
門
大
赦

の
事
が
見
え
、
大
赦
記
事
は
前
記
新
奮
『
唐
主
回
』
太
宗
紀
に
も
み
え

る。

(
引
出
)
谷
川
道
雄
氏
「
貞
観
政
風
の
一
研
究
」
(
「
日
野
間
三
郎
博
土
領
書

記
念
論
集
中
国
枇
舎
・
制
度
・
文
化
史
の
諸
問
題
」
所
状
、
一
九

八
七
年
)
参
照
。

」

(
お
)
「
大
岩
六
典
』
巻
七
、
工
部
郎
中
、
員
外
郎
の
候
。

(
お
)
前
掲
註

(
5
)
吉
田
氏
論
考
は
本
文
所
掲
史
料
を
容
宗
朝
の
出
来

事
と
誤
解
し
て
い
る
(
九
九
頁
)
。
ま
た
、
渡
透
信
一
郎
氏
『
中
園

古
代
の
王
権
と
天
下
秩
序
』
(
校
倉
書
房
、
二

O
O
三
年
)
は
、
唐

の
録
囚
(
慮
囚
)
が
朝
堂
と
官
僚
組
織
に
よ
っ
て
制
度
的
に
行
わ
れ
、

こ
の
貼
に
後
宮
の
内
殿
で
録
囚
が
行
わ
れ
た
南
北
朝
期
と
の
相
遣
を

求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
嘗
該
史
料
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
(
同
書
一

七
五
頁
)
o

ち
な
み
に
前
六
早
で
岡
示
し
た
如
く
北
宋
の
慮
囚
も
内
朝

で
行
わ
れ
て
い
る
。
「
聴
訟
」
と
「
録
囚
」
に
つ
い
て
は
、
辻
正
博

氏
「
貌
耳
目
南
北
朝
時
代
の
聴
訟
と
録
囚
」
(
『
法
制
史
研
究
』
五
五
、

二
O
O
五
年
)
参
照
。

(
幻
)
前
掲
註
吉
田
氏
論
考
参
照
。
大
明
宮
紫
辰
殿
に
も
同
様
の
逸
話
が

あ
る
(
『
唐
曾
要
』
巻
三

O
、
大
明
宮
、
開
元
十
六
年
(
七
二
八
)

五
月
六
円
の
僚
)
。
前
殿
宣
政
殿
は
早
く
高
宗
朝
か
ら
権
威
づ
け
ら

れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
(
同
書
同
巻
、
同
僚
、
永
隆
二
年
(
六
八

一
)
正
月
十
日
の
候
)

0

(
お
)
洛
陽
宮
の
常
朝
の
場
に
つ
い
て
は
そ
の
歴
史
的
経
緯
か
ら
不
明
な

黙
が
多
い
。
紙
幅
の
関
係
か
ら
別
稿
で
論
じ
た
い
。

(
ぬ
)
「
陪
童
日
』
巻
二
、
高
祖
帝
紀
、
仁
書
四
年
(
六
O
四
)
七
月
の
候

丁
未
。
蹴
於
大
賓
殿
、
時
年
六
十
四
。
遺
詔
日
:
:
:
所
以
昧
旦
臨
朝
、

不
敢
逸
環
。
一
日
高
機
、
留
心
親
賛
。
晦
明
寒
暑
、
不
悌
助
祭
。
匠

日
股
如
、
蓋
矯
百
姓
故
也
。
王
公
卿
士
、
毎
日
開
庭
。
刺
史
以
下
三

時
朝
集
。
何
嘗
不
馨
渇
心
府
、
誠
救
段
勤
:
:
:
今
悪
子
孫
、
己
負
百

姓
瓢
塀
。
好
子
孫
足
堪
負
荷
大
業
。
此
難
股
家
事
、
理
不
容
陰
。
前

十
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法
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁
一
い
h
跡
部
ハ
中
日
宍
)
出
・

3

E
待

ー「

封
文
武
侍
街
、
具
己
論
述
。
皇
太
子

p

属
、
地
居
上
嗣
。
仁
孝
著
問
、

以
其
行
業
、
堪
成
股
志
:
:
:

と
あ
り
、
皇
太
子
の
選
定
と
い
っ
た
「
家
事
」
で
あ
っ
て
も
殿
庭
に

集
う
文
武
百
官
の
前
で
議
論
し
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

(
的
)
前
掲
註

(
5
)
参
照
。

(
村
山
)
『
奮
唐
童
H

」
巻
四
五
、
輿
服
志
に
「
太
宗
又
制
翼
善
冠
。
朔
望
楓

朝
、
以
常
服
及
白
巾
練
祐
橋
通
著
之
」
と
あ
り
、
太
宗
朝
の
朔
望
覗
朝

の
服
制
に
言
及
し
て
い
る
。

(
必
)
『
唐
合
同
要
』
巻
二
回
、
受
朝
賀
及
び
『
珊
府
元
亀
」
巻
一

O
七、

帝
王
部
、
朝
舎
は
と
も
に
二
月
と
す
る
。

(
必
)
前
掲
表
2
、

u
・
日
の
事
例
参
照
。

(
仏
)
こ
の
際
、
先
遮
し
た
皇
帝
と
百
官
の
努
背
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
、
百

(
日
は
毎
日
朝
参
し
、
皇
帝
が
賓
際
に
出
座
す
る
の
が
三

H
に
一
度
と

す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

(
釘
)
引
用
文
中
の
袴
摺
は
、
唐
代
で
は
文
官
の
み
な
ら
ず
武
官
の
朝
服

と
し
て
も
康
く
用
い
ら
れ
た
が
(
仲
田
利
恵
子
氏
「
唐
代
前
半
期
の

衣
服
制
度
に
つ
い
て
」
『
お
茶
の
水
史
的
学
』
三

O
競
、
一
九
八
七
年
)
、

こ
の
時
貼
で
「
毎
H
入
朝
」
し
て
い
た
の
は
文
官
に
限
定
さ
れ
る
可

能
性
が
あ
る
。
前
掲
註

(
5
)
吉
田
氏
論
著
第
二
部
第
二
享
第
四
節

参
照
。

(
必
)
九
参
官
・
六
参
官
の
呼
稽
は
、
『
朋
府
元
亀
』
巻
一

O
七
、
帝
王

部
、
朝
合
一
、
貞
一
万
十
三
年
(
七
九
七
)
正
月
の
僚
、
『
新
唐
書
』

巻
四
八
、
百
官
三
、
御
史
蚕
の
候
、
前
註
吉
田
氏
論
著
及
び
前
掲
註

(
ロ
)
金
氏
論
考
参
照
。

(
釘
)
朝
参
口
の
間
隔
が
不
等
分
で
正
確
に
五
日
周
期
に
配
列
さ
れ
て
い

307 

」

な
い
の
は
、
そ
う
す
る
と
朔
・
望
い
ず
れ
か
が
サ
イ
ク
ル
か
ら
は
ず

れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
武
官
の
刺
参
日
が
奇
数
円
に
揃

え
ら
れ
て
い
る
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
唐
代
前
中
T
期
の
隔
円
規
事

と
後
宇
期
の
隻
日
入
閣
と
の
閥
連
が
想
定
さ
れ
、
今
後
の
課
題
で
あ

る。

(
必
)
前
掲
園
2
及
び
『
大
唐
六
典
』
巻
七
、
仁
部
郎
中
、
員
外
郎
の
係
。

(
羽
)
「
文
苑
英
華
』
巻
四
六
五
、
蘇
顔
「
毎
日
聴
政
勉
廟
百
寮
救
」

(
開
一
川
四
年
(
七
一
六
)
正
月
七
日
の
日
附
あ
り
)

0

(
日
)
「
唐
合
同
要
」
巻
八
二
、
休
伎
、
天
賓
五
載
(
七
四
六
)
五
月
九
日

救
、
同
書
巻
二
四
、
朔
望
朝
参
、
天
賓
十
四
載
(
七
五
五
)
一
一
一
月
一

日
救
。
唐
代
の
休
暇
制
度
に
つ
い
て
は
、
池
田
沼
氏
「
東
出
古
代
仮

寧
制
小
考
」

H
U
3
ミ
人
刊
誌
匂
ミ
号
p
s
¥
2
S
R
S
S
?凶
言
。
旧
門
司
、

s

r
p
v
Q
3
2
の
と
き
ミ
N

i

河
内
~
む
き
三
-
門
官
官

2
5∞ω
丸
山
裕
美
子
氏

「
仮
寧
令
と
節
日
」
(
池
田
淵
氏
編
『
中
園
植
法
と
日
本
律
令
制
』
、

東
方
書
応
、
一
九
九
二
年
)
、
同
氏
「
唐
宋
節
仮
制
度
の
婆
逗
」
(
池

田
温
氏
編
『
日
中
律
令
制
の
諸
相
」
、
束
方
書
席
、
二

O
O
二
年
)

参
照
。

(
日
)
も
っ
と
も
同
書
巻
二
六
、
内
直
局
・
巻
二
七
、
太
子
僕
及
び
『
奮

唐
圭
目
』
巻
四
五
、
輿
服
志
に
記
す
皇
太
子
の
衣
服
・
車
絡
に
は
「
五

日
常
朝
」
が
あ
る
。
一
方
、
奮
志
の
皇
帝
の
衣
服
に
は
五
日
覗
朝
の

規
定
は
な
い
。
ま
た
、
「
六
典
」
虫
色
二
六
・
王
国
唐
辛
目
』
輿
服
志
で
は

五
日
常
朝
に
用
い
る
公
服
遠
遊
冠
は
、
同
時
に
皇
太
子
の
元
日
・
冬

至
の
受
刺
に
も
使
用
さ
れ
る
や
や
格
式
の
高
い
服
装
で
あ
り
、
皇
太

子
の
皇
帝
に
到
す
る
朝
参
は
武
官
五
品
以
上
と
共
に
五
日
に
一
度
だ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
前
掲
註
(
日
制
)
吉
田
氏
論
著
参
照
。

十
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308 

(
臼
)
本
稿
の
雨
儀
殿
・
太
極
殿
に
関
す
る
考
察
は
、
皇
帝
の
覗
朝
の
場

の
朝
間
黙
か
、
り
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
別
に
皇
后
の
正
殿
と
し

て
の
機
能
を
考
察
し
た
論
考
に
、
佐
藤
和
彦
氏
「
唐
代
に
お
け
る
皇

后
・
皇
太
后
の
冊
位
に
関
す
る
一
問
題
」
(
『
大
皐
院
年
報
』
(
立
正

大
準
大
事
院
・
文
皐
研
究
科
)
一
七
、
二

0
0
0年
)
が
あ
る
。
つ

い
て
参
照
さ
れ
た
い
。

十
遁
記
一
本
稿
は
、
平
成
十
七
年
度
特
定
領
域
研
究
「
東
ア
ジ
ア
の
海
域
と

日
本
惇
統
文
化
の
形
成
|
|
寧
波
を
焦
貼
と
す
る
皐
際
的
創
生
」
(
代
表

小
島
毅
)
の
文
献
資
料
研
究
部
門
、
官
僚
制
度
班
、
「
前
近
代
中
園
の
中

央
・
地
点
・
海
外
を
結
ぶ
官
僚
シ
ス
テ
ム
」
の
研
究
成
呆
の
一
部
で
あ
る
。
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were passed during deliberations, but because Lao Naixuan's position on the

adultery issue was accepted, the faction advocating the new criminal code refused

to deliberate further, and deliberations were broken off on the specific provisions

7t~U.

However, as this result caused dissatisfaction in the Constitutional

Commission, and the Commission acting on its own decided to report the original

plan to the throne and promulgate it. In response, the faction promoting the new

criminal code in the Political Advisory Board centering on Wang Rongbao ~f.*lf

opposed it on the grounds that it ignored the legislative right of the Political

Advisory Board, and as a result of the debate, deliberations on general provisions

were concluded, and it was reported to the throne as a joint report of the Political

Advisory Board and the Constitutional Commission and promulgated as the Da

Qing Criminal Code.

With the establishment of the Republic of China, the interim government in

Beijing decided to provisionally adopt the Da Qing Criminal Code while eliminating

its provisional articles. With this decision, the promulgation of the new criminal

code for the Qing dynasty was a fait accompli, becoming a legal precedent.

Additionally, the interim Canyiyuan $~ft~1C in Nanjing made a similar

determination, and the Temporary Criminal Code was put into effect.

THE DAILY FUNCTIONING OF THE IMPERIAL COURT ~~}J

IN THE FIRST-HALF OF THE TANG DYNASTY,

CONCENTRATING ON THE TAIJIGONG

MATSUMOTO Yasunobu

Many aspects of the functioning of the Tang-era imperial palace g~, which

served as the locus of the emperor's political role, are obscure, and have long

been the object of debate. Whether daily deliberations of the imperial court,

changchao ~~}J, were held at the Middle Court ~~}J (Taijidian of the Taijigong

::k1Ig::k1I~, Xuanzhengdian of the Daminggong *l¥JggI&~) or the Inner

Court I*J~}J (Liangyidian of the Taijigong ::k1Igm{I~, Zichendian of the

Daminggong *l¥Jg~~~) is particularly ambiguous. In this regard, the theory

propounded by Ouyang Xiu ~x~~11~ of the Northern Sung in the Biography of Li Qi

$JJt{$ in the 54th fascicle of the New History of the Five Dynasties *JTJiftse. has

long been accepted due to its clarity, and it still holds weight with scholars today.

- 38-
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His theory, which may be deemed the zhungchao changchao ~~JJ~~JJ theory,

held that the Xuanzhengdian or Taijidian (gTI;t~ • *t~~) was the site of daily

court operations with the exception of two days each month (the fIrst and 15th
)

when the an abbreviated ceremonial known as ruge AM was held within the Inner

Court pg ~JJ. However, this theory displays a strong sense of having been created

to criticize the fossilization of the daily functioning of the imperial court in the

Wendedian )(1~~ (the equivalent of the Tang Taiji *t~ and Xuanzhengdian

gTI;t~), which the emperor was neglecting to attend during the Northern-Sung

dynasty, and thus it cannot be considered as evidence of actual Tang practice. I

have previously pointed out that the same theory cannot be applied to the later

half of the Tang dynasty in "Todai jocho seido shiron," (A hypothesis on the Tang

dynasty system of changchao) , Ritsumeikan Toyoshigaku, Vol. 26 (2003). The

current study is based on the elucidation of the system of the second half of the

Tang explained therein and considers whether Ouyang Xiu's theory realize for the

earlier half of the Tang, chiefly as regards the Liangyidian mf~~ and Taijidian

*t~~ of the Taijigong *t~g.

Although during first half of the Tang dynasty one can see evidence of the

cycle of "the imperial court functioning once every five days" Ii B~~JJ , this

system was applied to the civilian and military officials of the fifth rank and above,

but all civilian officials above the fifth rank were additionally expected to attend

court everyday, and the emperors also usually attended court each day in

accordance with this practice from the time of their accession to the throne.

Moreover, the Liangyidian became the site of imperial court deliberations at the

latest of the reign of Taizong. The Taijidian was designated as the location of the

court on the first and 15th of each month, and Gaozong and the retired emperor

Ruizong carried on the system by attending the Taijidian once every five days.

However, it is doubtful whether this practice was maintained for long; and judging

from the frequency, it can be surmised that the daily attendance of civilian officials

of fifth and higher rank at the imperial court at the Liangyidian was the basic

practice. Therefore, it appears that the theory of Ouyang Xiu does not hold true

for the first half of the Tang either. This means that gradual formation of the

system of "three imperial courts in the official palace of the emperor" -=: ~JJ lE~

was consciously formed and performed from a relatively early point in the Tang.

- 39-
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